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平成21年第４回太子町議会定例会（第419回町議会）会議録（第２日） 

平成21年６月５日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   橋 本 恭 子 

  ９番   嶋 澤 達 也        １０番   花 畑 奈知子 

 １１番   北 川 嘉 明        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   佐 野 芳 彦        １６番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（熊谷直行） 平成21年第４回太子町

議会定例会（第419回町議会）におそろいで

ご出席いただき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

４回太子町議会定例会（第419回町議会）を

再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（熊谷直行） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明瞭にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うことになっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、上田富夫議員。 

○上田富夫議員 町の選管で選挙妨害を受け

て出てきました上田富夫です。一般質問を行

います。 

 まず、契約についてですけれども、上太田
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の瓦れき処分場の管理委託契約は随意契約に

なっておりますが、本来地方自治法上により

ますと競争入札がより正しいのではないかと

思っておりますが、なぜ随意契約に至ったの

か、この経過と内容の説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 上太田の処分

場の管理の関係につきましては、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律で定められておると

ころでございまして、その中に市町村以外の

者に委託する場合の基準が同法施行令、政令

で定められております。この基準の中に、受

託業務の実施に関して、相当の経験を有する

者であることとの定めがございます。また、

同法には、処理施設の維持管理に関する技術

上の業務を担当させるために技術管理者を置

かなければならないという定めがございま

す。市町村の一般廃棄物の処理責任に照らし

ますと、当然これらの法令の基準を遵守しな

ければならないというのは言うまでもござい

ません。この法令の基準は、その業務の性

質、また業務の遂行の確実性といった観点か

ら設けられておるところでございます。そう

いったことから、このたびの業務の委託には

相当の経験を有するとともに、これまでの実

績がございます１社随意契約といたした次第

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 なるほど、あなた方、でき

ない理屈については、できない理由というこ

とについては一生懸命考えますけれども、で

きる理由については考えませんな。 

 じゃ、１点お尋ねしますけれども、技術者

の管理者の資格のうちで今回１社、この所管

の報告、委員長報告によりますと１社がある

と、資格者。ということなんですが、この方

はどういう資格なんですか、そしたら。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） それは技術者

の資格ということでございますので、処理法

の第21条に言う資格者ということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ここに技術者の資格という

ことで多分11の条件が、条件というか、それ

ぞれのその当てはまる部分があるわけなんで

すけれども、そのうちの11に上記と同等以上

の知識及び技能を有する者ということがある

んです。多分これに該当するんじゃないかと

思うんですが、違いますか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 繰り返すよう

ですが、この法の規定に沿う資格でございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 それじゃ、例えば10の10年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した者、実務経験10年以上でということが

一つの資格の条件にあるのがこれ10番の方な

んです。ただし、表の記載の11は上記の同等

以上の知識及び技能を有する者とは、そうい

う技術の講習を受けて勉強した者には、それ

と同じやと書いてあるんですよ。そしたら、

これ10年以上の経験がある人と、この試験を

受けて通ってきた者は同じやと書いてあるん

ですよ。違うんですか、そしたら。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 違うという答

弁はいたしておりません。法で言う、21条で

言う資格者ですと。ですから、同じというこ

とでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ほいじゃ、経験がないとは

どういうことですか。これ10年以上の経験

が、実務経験があるのと同じと書いてあるん

ですよ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 相当の経験を

有するというのは、受託をする者でございま

すので、資格者お一人でもってこの業務の受

託というのは不可能ということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 
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○上田富夫議員 意味分からん。再答弁。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 業務を受託に

するに当たって、やはり相当の人員、また財

力、またここでいいます相当の経験等を備え

ておるということがございますので、その辺

の、ただ資格だけでもって相当の経験という

のはイコールではないということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 じゃあ、この委員会報告

と、あなたの今のここの答弁とは違うんです

ね。所管の委員会で報告したものと、あなた

が今ここ答弁されとることとは違うわけです

か。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 違うというこ

とはないと思いますが。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 じゃあ、どこに書いてある

んですか、委員長報告の中に。言ったんです

か、あなたは、そしたら今のことを。委員会

でそのような答弁をしておりますか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これの業務委

託に関しましては、もうずっと法令の遵守と

いうことが前提でございますから、途中で変

更になったとか、解釈で変更になったとかと

いうことはございませんので、その筋道とい

うのは変わっておらないということでござい

ます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ここで言う実務経験とは、

法令を遵守し、適正な施設管理を行ってきた

年数を意味するものであると、こういうこと

なんですよ。わかります。法令を守りながら

適正な施設管理を行ってきた年数を意味する

と。それは11の上記と同等以上の知識及び技

能を有する者に当てはまるわけなんですよ。

そしたら、その上の資格、一番上は技術士と

いうことで経験不要というて書いてあるんで

すよ。それからずうっとあって、８、９、

10と下がってくるに従って経験が６年、７

年、10年となってる。一番長い10年でも、こ

れは11のこの試験を受けて、いわゆる通った

というか資格を得た者は同じと書いてあるん

ですよ。だから、あなたは、この方が経験が

ないというのは、それはおかしいんですよ。

この法に対して、あなたは挑戦しとんや。こ

れ間違うとんですか、これ、意味。何ぼこん

な試験受けておこうと、そんなもん経験なか

ったら関係ないんやと、そういうことです

か。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 技術者に限っ

てのだけで委託業務を出すということではご

ざいませんで、法令の基準を見ていただいた

らわかりますように、受託者が受託業務を遂

行するに足りる施設、人員並びに財政的基礎

を有しと、かつ相当の経験を有する者という

ことでございますので、当然お一人でもって

この業務が遂行できるということではござい

ません。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 あなたのおっしゃるのは、

一般論としてはそうかもわからん。視点を変

えますわ。あそこの廃棄物、資格の要る、い

わゆる一般産業廃棄物、一般ですよ、一般の

産業廃棄物というのは、じゃあこの資格があ

ればどれだけのことができるんですか。おっ

しゃってください。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今のご質問の

趣旨がちょっとわかりかねるんですが、再度

お願いしたいと。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 私が言いたいのは、じゃあ

あそこで、町があそこに持ち込んでもいいと

いうものは何なんですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 一般に言いま

す瓦れきでございまして、具体的にはコンク

リート片、れんが片、また瀬戸物類、またれ

んがの片といったたぐいの瓦れきと土砂でご
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ざいます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 多分それ以外は搬入しては

いけないということになっておると思うんで

すよ。ところが、この廃棄物の資格が要ると

いうのは、それだけのものを処理するために

これだけの資格を、資格者が要るとは思われ

んのですよ、どう考えても。そう思われませ

んか。瓦れき処分するんにこんな技術管理者

の資格が本当に要ると思いますか。ただ法的

に要るとなっとるから置かなしょうがないと

ぐらいなことでしょうがな。例えば自動車の

運転に例えれば、大型の２種持っとう資格者

に、あんた原付乗ったことないさかい乗った

らあかん言うんと一緒や。これ、あなた、

20種類、廃プラから廃油から廃酸、金属くず

から動物のふん尿、死体、ばいじん、これ全

部入っとるわけですよ、この資格の中に。そ

のうちのたった１つ、コンクリート片、これ

だけの処理でっしゃないかいな。何が経験が

要りますねや。あんた、現場見たことないん

ですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 廃棄物行政に

関しましては、これまでの日本がたどってき

た経緯も踏まえましての法律の制定で、その

中でうたわれておる指針でございますので、

今の上太田の俗に言います中身、今上田議員

言われましたんですが、あくまで行政の上で

は法の趣旨にのっとった業務の遂行をしなけ

ればならないというふうに考えております。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 そんなむちゃくちゃなこと

言いなはんな。地方のことは地方に任すとい

うことが国の方針と違うんですか。法に違反

してなかったら自由裁量でできるん違うんで

すか。何で国が国が言うんですか。 

 それじゃ、もう一点聞きますけども、今の

現在の業者、いわゆる森興業が長年ずっとや

ってきた結果、例えば運搬業務一つ、あそこ

から排出するについて、他の業者と比べてど

れだけ経験積んだから安くなりましたか。お

尋ねします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） それとはちょ

っと論点が違うんではないかというふうに思

います。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 全然違わへんがな。経験積

んどんやろ。経験積んだら他よりもすぐれた

技術と知識を持っとうから、当然安くなって

当たり前やないかいな。経験積んで高うなる

んやったら、そんなばかな話ないで。何でも

そうや。初めてというたら、初めてやるとい

うたら、人よりコストかかんの当たり前です

がな。商売の常道でっしゃないかいな。経験

積みゃ積むほど安くなるの当たり前ですが

な。こんな要らん、これは要らんと、これは

不要やと、こういう手順でやったらこういう

合理ができるというて長年経験積んだ者が、

その強みがあるんですよ。論外やとはどうい

うこっちゃ。 

（「論点が違う」の声あり） 

 いや、論点違うて、どう、何が、何の論点

が違うんやな。あなたが言うのはむちゃくち

ゃやで。一方では、資格を持っとうけど、そ

れは経験積んでないさかいあかんと。ほな、

経験積んどったらええんやなあと言うたら、

ほな経験積んどうやつは、これどないなんや

と言うたら、それ経験積んどうて、論点が違

う言うてやな。ほな、経験積んだら何の得が

あるんや、ほんなら。経験積んだ業者に任せ

たらどういう利点があるんですか。これ町民

の財産、税金ですよ。あなたの金と違うんや

から、毎度言うように。１円でも１銭でも節

約するいうの当たり前でしょうがな。いや、

金額つかんでないのかいな。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） どの金額のこ

とをおっしゃってるのかわかりませんが、そ

れは一円でも安いというほうが、これは私は

否定をいたしません。ただ、また法律を出す

ようでございますが、政令基準の中にも委託

に足り得る額という規定がございまして、こ
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の法意を考えますと、経済性の確保よりもや

はり業務の遂行を重視しておるというこの廃

棄物行政の、地方自治体特有の事務といった

観点から定められておるというふうに思って

おります。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、だから、業務の遂行

にどれだけ支障があったんかということを立

証しよるわけ。聞きよるわけや。だから、あ

る業者に、経験積んでない業者に任せたらこ

んな不利益があって、金額もこんなに高うな

るんやと、だからやっぱり経験積んどる業者

やなかったらあかんのやというんならわかり

ますよ。何の検証もせんと、いや、この業者

やなかったらあかんのや、そんなばかなこと

ないでしょ。検証した結果を聞いとんのや、

私は。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 検証の結果

は、これまでの実績が示しておるということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 だから、それを数字で示し

てくれ言うとんのや。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これはもう数

字で示されるところではございません。日々

の業務でございますので、これまでの一年一

年の実績を見ていただいたらわかるというこ

とでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 言い逃れしなはんな。ひき

ょうやで。真っ正面からぶつかってこんかい

な。ほんなら、これ時間ばっかりとるから言

よんのや。何々業務委託しとんや、森興業

に。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 上太田処分場

における管理業務でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 議長、ちょっと注意してく

れへんか。そんなばかな答弁どこにあるんや

な。何々ということは管理業務の中の、いっ

ぱいあるやないかいな、管理業務、ここへ、

この管理者の。ええっ、産業廃棄物、この技

術者の、技術者が、なぜこれだけ厳しい管理

者の資格が要るかというのは、これだけのこ

とをできるから、だからこれだけ厳しいもん

が要るわけですよ。だから、あなたはこの中

のうちのどの部門を管理させとんやというこ

とを聞いとん。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 当然、廃棄物

の種類が限られておりますので、それらの管

理、それを見きわめた上での受け入れ、また

受け入れた後の適切な環境保全上の管理とい

うことでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 そしたら、技術管理者とい

うのは、例えば年間の施設運営計画管理、施

設運転点検管理、それから公害防止計画管

理、資源計画管理と、ずうっとあるんです

わ。このことが、管理、委託をされても大丈

夫やということが書いてあるわけです。あな

たのおっしゃっとんやったら、この中の１つ

だけやな。それにこんな厳しい管理、責任者

がおらなあかんのやというて言うてきて、ほ

でその管理者が出てきたら、今度は何を言う

とんのや、あんたは。これじゃあかん言うん

だろ。どないしたらええねや、ほんなら。

30年、40年前にちょうど日本が言うてきたん

や。アメリカから企業が来たときに、経験が

ない、実績がないて。ほいで、アメリカから

日本バッシングでたたかれたでしょ。ほい

で、日本はそれじゃあかんというので、それ

はなしにしたわけや。ちょうどあんたがやっ

とうこと同じこっちゃで。経験がない、実績

がない。ほいで既得権を守りようわけや。

30年、40年遅れとんやで、あんた、やりよう

こと。それまだわからんのかいな。この中の

１つだけや、たったの。そんなもん、私はど

う考えても、あの施設が、公害とか、あるい

はガスとか、その有害のもの。これ、結構書

いてあるんですよ、安定型のその管理という
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のを、ここに。これだけのことを管理しなさ

いというて書いてあるんや。恐らくやってな

いと思うよ。それは森興業にあなた方そこま

では管理をさせてないわけでしょ。ただ、あ

そこへ物を入れて整理しとるだけの管理でし

ょ。受け入れ管理でしょう、要するに。違う

の。要するに、いや、瓦れきを持ってきたと

きに受け入れると、それだけの管理違うんで

すか。それ以外、何管理させとんですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 繰り返すよう

ですが、定められた瓦れき等の受け入れを

し、それを適切に環境保全、環境保全という

のは、この法律の大前提に立っておりますの

で、公衆衛生とともに環境保全を行うという

中での管理でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 なるほどね。どういう環境

保全の管理を委託しておりますか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 一般市民生活

に影響が出ないということでございます。 

（上田富夫議員「意味わからん。具体

的に、水とか、大気とか、ばいじんと

か、あるでしょ」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 瓦れきに限ら

ず、廃棄物につきましてはやはり適正に処理

をするというのがこの法意でございますの

で、その適切に処理をするということは当然

一般住民の生活に影響を及ぼさないという管

理でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ここに最終処分、技術的な

基準というのが出とんや。これ知っとってや

な。当たり前やな。私らみたいな素人でも調

べりゃわかるんやから、あなたみたいなもう

経験豊かなプロやから知っとってやと思うん

や。これに基づいて答弁求めます。少なくと

もこの中でどれを委託しとんやな。ほで、そ

れ以外はやってないと、はっきり答弁をお願

いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 当然この適切

な管理の中には直接該当しない項目もござい

ますが、大きな観点で申し上げますと、やは

りその適切な管理を行う上での業務というこ

とでございますので、個々具体的にこれがど

うというのはなかなか今この席では申し上げ

られないというふうに思います。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、ここ、あんた、遊び

の場やないで。この場で言われんということ

はどこで言うんや、ほんなら。この場で申し

上げられないてどういうことや。ほな、どこ

の場所で言うんや。そんなふざけた答弁ない

よ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 手許に今上田

議員さんお持ちの基準表を持ち合わせてない

ということで、一つ一つ照らし合わせてのご

答弁ができないということでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 通告は議長を通して行っと

るはずやけども、行ってませんか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 契約の経緯で

ございますので、そういった随意契約を行っ

たという根拠を今ご答弁申し上げたというこ

とでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 だろう。だから根拠を聞き

よんですよ、私は、何を委託しとんや言う

て。それ、契約の根拠と違うんかいな。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 契約の根拠と

いいますか、本来ならば競争入札という議員

さんのご質問でございますので、それに対す

る答弁でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、そんなもん、あん

た、委員会の報告見たらわかるがな、あんた

が言ようことは。けど、この委員会の答弁で

どう考えても私が納得でけんことを聞きよん
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や。当然そんな質問が出てくるというのは予

想できてる範囲でしょうがな。また、日常業

務の中で当然森興業に対してやっぱり指導監

督もせないかんのやから、そんなもん金出し

て任せといたら１年間ほっといてええんやと

いうものと違うでしょうがな。ほな、日々の

業務としてあなた方はこれとこれとこの部分

は森興業に委託しとんやから、それきっちり

守られてるかどうかということを管理監督せ

ないかんのでしょ。それが資料を見なわから

んとはどういうこっちゃ。それはおかしいで

すよ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 技術的な面に

つきましては法律でも記載しておるとおりで

ございまして、その処理施設の維持管理に必

要な技術的な能力を発揮していただくという

ことでございますので、当然上太田におきま

しても処理施設のほかへ影響が出ないといっ

た観点でもっての技術的な指導というのが資

格者から入るということでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、だから、それにはそ

れぞれ法で技術上に決められた基準があるわ

けや。その基準を守ってるかどうかというの

は確認せないかんですわ。ただ、町は、い

や、そこまでは委託してないんやと言うの

か、そこんとこでっしゃないかいな。そうで

しょう。それも含めて委託しとんなら、あな

た方、その検査の表を何カ月に一遍、１カ月

一遍と出させて見るとか。そうでないんな

ら、あなた方が管理せないかんわけなんや。

わかりますか。どっちや言うて聞いとんの

や。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 受託に当たり

ましての技術管理者の配置といいますか設置

でございますので、当然中に含まれるという

ことでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 だから、含まれるのは何々

やと聞いとるんや。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ですから、施

設を管理するに当たっての技術上の、特別の

技術上の指導といいますか、点検といいます

か、その業務が入ってまいります。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 こんなことで時間とらんと

いてえな。私、時間ないんで。もっと、そや

から具体的にこれとこれとこれですよという

ことをお聞きしとんで、抽象的なことはよろ

しいねん。具体的に、これとこれとこれと。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ですから、先

ほど言いましたように、手許にその基準表の

項目は持ち合わせておりませんので、一つ一

つを挙げてのお答えができないということで

ございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 しかし、それで、ほれでも

よう随意契約をしてやな。随意契約をできる

場合というの、この地方自治法上の別表５と

いうのありますな。知っとってやろ、それ

は。それに照らして私はちょっとおかしいと

思うんですけれども。いや、わからなんだら

これ開きますけれども、いかがですか。わか

っておられますか、どちらですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この随契につ

きましては、これまでもこの本会議また委員

会でも私答弁したと思いますが、これは地方

自治法で言いますところの契約の条項は適用

になっておりません。廃棄物処理法の規定に

よるということでございますので、そこには

地方自治法で言いますところの契約の方法は

列記されておりませんので、それは我々管理

者側にその裁量があるということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 だから、何遍も言うよう

に、特殊やからそうなっとんでしょ。これ、

瓦れき処分が特殊ですか。いや、あなたがお

っしゃるのはわかるんですよ。ここにいわゆ
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る、これは安定型・管理型とか、いろいろあ

りますやん。だから、あなたのおっしゃるの

は、それはそのとおりなんですよ。けど、私

はそんな一般論言うてないんですよ。上太田

の瓦れき処分についてという前提があるんで

すよ。あなたとこんな産業廃棄物の、最終処

分場の一般論をやるつもりないんですよ、こ

こで。上太田の瓦れき処分場についてお尋ね

してるんですからね。それを拡大解釈も甚だ

しいでっしゃないかいな。あるいは産業廃棄

物やから別やとかね。いや、何でその１社を

かばうんですか、そないに。いや、搬出であ

れでしょうがな、はっきりと差が出たでしょ

うがな、業者が入って。森興業がやりよって

次の業者になったときに完璧に差が出たん違

うんですか。それ、ご存じないですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今言われたの

は瓦れきの最終処分場への搬出の経費のこと

かと思いますが、今申し上げておるのは上太

田処分場の管理に関しての契約の形態につい

てご答弁を申し上げております。なぜ１社に

俗に言います肩入れというような表現をされ

ましたんですが、これもこれまでも申し上げ

ましたように、この業務自体が本当に日常的

また連続的、継続的といった市町村の責任と

いう事務の性質がございまして、そのあたり

でこの廃棄物処理法で、法意でもってうたっ

ておるというところでございますので、地方

自治法の適用除外といったような面もこれと

通ずるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 そら、だから１社にして私

は悪いなんか言うてないんですよ。ただ、高

過ぎるんや。何でそんな高いとこと随契する

んやということを言うとる。それが長年ずう

っと続いてきとうから、それは今まであなた

方が言ってきたように、ほかに業者がない

と、資格者がないんやということでずっと言

うてきたわけや。ほな、今度資格者が出てき

たら経験がないんや言う。ふざけたこと言う

たらあかんがな。それで、今までの業者が安

いんかというたら、安いことないやないか。

そんな、あんた、ことしとってやね。いや、

自分らは恥ずかしいないか。わしらが長年や

ってきたことが、こんな業者にこんな高い値

段で仕事頼みよったんかいと。町民に対して

申しわけないなと、頭丸めて坊主にでもなる

かという気ないんかいな。普通はそうでっ

せ。高値で落札させたというのは、あなた

方、ミスですよ。会社でいうたら格下げでん

な、ほんま。そんな損害を与えるようなこと

でよう管理職やというてやっとるがな。私は

そら疑問ですわ。これ、いつまでやっても切

りがないんで、この辺で置きますけどね。た

だ、言うときますけど、もうええかげんに税

金の無駄遣いをやめてくれ。ほんまに。みん

な、どれだけ苦しい中で生活してんのかわか

っとんのか、あなた方は。全然わかってない

やろ。だから、正しい選択を私はすぐにでも

すべきやと思っておりますので、私はずっと

議員である限りこの問題についてはかかわっ

ていきたいと思っております。 

 次、行きます。太子苑についてお尋ねいた

します。 

 太子苑の地域の地図混乱の解決に向かって

議会も意見書を出し、住民からもいろいろ要

望が出とるわけなんですけれども、その見通

しについての説明をいただきたい。 

 しかし、その前にちょっと、これ余談にな

りますけど、同じやっぱりベースにおらない

けませんので、ちょっとお尋ねしますけれど

も、自治とはどういうことなんかということ

ですね。私の考えを言うときます。違っとっ

たら違うと言うてくださいね。 

 まず、基本のキから押さえておかないかん

と思うんですけども、何のために我々は政治

にかかわっとんのかということですけれど

も、自治体とか、自治とか、そういうことに

ついて余り明確にやり合ったことはないと思

うんです。簡単に言うと、自治とは、みずか

らの自由意思に基づき自由に行為を行うこ

と。と、私はそう思うんです。自治体とは、
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物事を決めるシステムのある、ある地域です

ね、地域社会のこと。そこで日々暮らす人々

がいわゆる町民ですね。住民ですか、県民と

いうことになるわけなんですけれども。した

がって、前から私はずっと言っとるんですけ

れども、役所というのは自治体の事務所やと

思うとんです。単なる事務所。権力の場でも

何でもないと思っとんですけど。今の行政の

あり方を私なりに見てみますと、行政を執行

している、町長以下行政マンですけれども、

これほんま言うたら市民のまあ言やあ代行者

でしょう。市民というか住民の。それが今見

ておると、町は町民に対して権力というもの

を行使してしまへんか。だから、最近はちょ

っと協働というような言葉を使って、行政と

町民のあたかもパートナーシップをとってや

るんやというような、割と口当たりのええ標

語を掲げておりますけれども、絶大なる権力

を持っているあなた方と何の力もない町民が

対等に手をつかんで物事ができると思われま

すか。私はそこに大きなギャップがあると思

うんです。これが今の太子町の現状じゃない

ですか。私はこういう認識持っとんですけれ

ども、あなた方いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 上田議員、続けて、本

題の太子苑の。 

○上田富夫議員 はい。そのことを一応前提

として、太子苑の地図混について取り組みと

見通しについてお尋ねいたします。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど自治とはとい

うご意見伺いました。おっしゃるとおり、み

ずから治めるといいますか、そういう協働の

中でそこの地域をよくしていくということ

は、これは地域、地方自治体に与えられた任

務でございます。それをどうやってしていく

かというシステムの中で、今の皆さんいらっ

しゃる議員各位のご意見もいただきながら、

また地域、住民の方々の意見を伺って、住民

の皆さん方が何を望んでおられるかというこ

とのニーズをつかみながら施策を進めていく

というのが私どもの責務であるというふうに

感じております。議員がおっしゃることを全

然否定するつもりはございません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 太子苑の地図混乱の解決に向けての取り組

みということでございますけども、これにつ

きましては地権者の会が実施される調査等に

協力できる範囲でのバックアップを行ってい

きたいというふうには考えております。 

 また、見通しにつきましては、協議、調整

が滞っている状況でございますので、現時点

では予測できないというのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 取り組んでいきたいという

答弁ですけれども、住民にすれば、私も住民

の一人ですけれども、何かおかしいんやね、

あなた方の答弁は。ちょっとここ、まゆにつ

ばつけんと、おかしいぞと、その額面どおり

に受け取れんというのがあるんですよ。あな

た方の言い方は、ただ地方自治の本旨という

ことから考えたら、市民が行政に参加するん

じゃないんですよ。市民が行政に参加するん

です。そこんとこの、市民参加を呼びかけな

がら自分らは上やという認識ね。権力を行使

してしまう。ほんまに住民の立場に立った、

住民の声で物事を進めようとするようには見

えんのですけれども、どうですか。本当に住

民の叫び、声、それを真摯に聞きながらこの

問題の解決に取り組むという考え方ですか。

いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ですから、協議、調整が先ほど言われまし

たように必要ではないかというふうには感じ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 
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○上田富夫議員 強く私が要請しておきたい

のは、議会が意見書を出して、これもう１年

以上過ぎとうわけなんですよ。遅々として進

まんですわなあ。何か進んだ部分はあります

か。解決に向かってですよ。あんなことを勉

強してった、こんなことを勉強してったとい

うのは、あなた月給もうとんやから勉強する

必要ないんやで。そんなこと知っとかないか

んことなんや。勉強してったとか、あんなと

こ行て研究してったとか、そんなことはよろ

しい。一歩でも二歩でも解決に、こんなこと

を解決に向かって我々はやってきたというの

があればちょっと披露願います。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これまで総務

委員会で説明させていただいた範疇の中で、

それ以上のことは特にございません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ここ総務委員会と違うんで

す。だから、総務委員会と同じなら同じで結

構です。答弁求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） この間、総務

委員会の会議録にも載っておりますように、

地図混乱という中で方向性、これからのいわ

ゆる方向性がまるっきり見えなかった中での

地図訂正に向かっての方向性がつかめたこと

は総務委員会で、いわゆる土地改良事業とか

区画整理事業の中での換地処分と似たような

手法でしか解決できないんではないかという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 それは住民の意思に沿って

おりますか。あなたのその行為と住民の行為

とは、やや、やっぱり沿った行き方ですか、

全然かけ離れた行き方ですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これにつきま

しては、要は協議、調整が途絶えた以降の私

の調査した段階でのことでございますので、

その関係者の方との協議はできておりません

ので、その辺についてはわかりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 １年間もあなたやってき

て、住民が何を考えとうということがまだわ

からんのでっか。ほいで、いまだにそれ話し

合いせなんだらわかりませんの。違うでし

ょ。住民の意向わかっとうでしょう。ただ、

あなたはその意向が気に入らんと。だから、

住民の言うような解決方法は私はとらないと

いうのと違うんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ちょっと考え

方が違うような気がいたしますのは、私はあ

くまで地図訂正の手法を言っているわけで、

基本的にはやはり集団和解。集団和解の中で

も地図訂正は当然法務局として提出する必要

がございます。それが法務局が受け付けでき

ないような状況では地図訂正は解決できませ

ん。そういった中から地図訂正に関する調査

をやってきたということで、基本的にはやは

りその地図訂正の前提としては集団和解が必

要ではないかというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 それが一番早道やと思いま

すか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 早道とかそう

いう問題ではなく、要は地図訂正をする上で

これが一番現状ではベストではないかという

ふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 時間ないなあ。早道ではな

いというておっしゃるけど、住民は早くとい

うことを望んでる。全くそこんとこが配慮な

いんですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 早道でなくと
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いうのではなく、要は地図訂正を法務局が受

け付ける手段として、今言いました換地処分

的な手法が必要ではないかということで、や

はり早道云々の問題では協議、調整が必要で

はないかというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 まあ時間ないんでね。この

やりとりは今までと一緒ですわ。のれんに腕

押しというか、そんなことで何の責任もなし

に同じことを繰り返して言っとると、テープ

レコーダー聞いとるみたいなもんやで。これ

を聞かれたら多分住民はがっかりされると思

いますわ。 

 

 

 

 太子苑の住民30名から、固定資産評価審査委員会に対し、評価額のあり方について審査申し出

がされていました。審査委員会は、申し出者に対し弁明書を返送しましたが、本文が欠落したま

ま資料だけが送られ、申し出者はそれが弁明書と思い、審査委員会は本文が欠落したまま発送し

たことに気がついていない状況で、上田議員は、「あのような回答では申し立て者に不親切では

ないか」という趣旨の質問ですが、質問と答弁がかみ合わないまま以下のやりとりがされていま

す。 

 本会議終了後、本文が欠落していることが判明し、当局は上田議員に対し謝罪をしましたが、

会議録にはそのやりとりがそのまま残るため、会議録の修正について議会運営委員会で協議した

結果、当該質問の経過説明と経緯説明を挿入することになった。 

 

 次、行きます。固定資産についてですね。 

 太子苑の地域の住民より固定資産評価に当

たり意見と金額の訂正を求められております

が、その内容と取り扱いについての説明を求

めます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 内容と取り扱い

ということでございますが、今年度につきま

しては評価がえの年に当たりまして、太子苑

の住民30名から５月１日付で固定資産評価審

査委員会に審査申し出が出されております。 

 その申し出の内容といたしましては、太子

苑一帯は地籍混乱地であり、土地所有者が建

物を建てようとしても住宅ローンは借りられ

ない、土地を売却しようとすると１平方メー

トル当たり３万円以下でしか売却することが

できない。よって、固定資産税の評価額が通

常売買価格より高いため固定資産税を正しい

評価額に基づくものに訂正を求めるといった

内容でございます。 

 審査委員会としましては、その申し出を受

けまして５月19日に第１回目の審査委員会を

開催しております。申し出内容と町長の弁明

書の提出を求めまして、書面審理を済ませた

ところでございます。 

 次に、６月12日に２回目を予定しておりま

して、審査申し出時に口頭による意見陳述を

希望された18名の方から反論書で十分に意を

尽くせなかった点につきまして意見を聞き、

その後審査決定としまして棄却または容認の

決定をしていただくというような形になろう

かと思います。 

 棄却の場合につきましては現在の評価額に

変更がなく、容認につきましては全部または

一部の容認がありますが、その決定内容に基

づき町はその後10日以内に評価額を修正し、

申し出人に通知するということでございま

す。町としましては、評価審査委員会に対し

まして慎重なる審議をお願いしているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いわゆる弁明書を出してか

ら反論書というか、その提出を求めるまでの
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経緯、もう少し時間的な経緯を聞かせていた

だけますか。日にち。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） ５月１日に申し

出が出されましたが、その後連休がかなりあ

りましたので、弁明書を５月15日にいただい

ております。町のほうからいただいておりま

す。それに基づきまして、その弁明書の内容

を申し出人のほうに送付いたしまして、申し

出人のほうからそれにつきます反論書が５月

25日に提出されております。５月19日に１回

目の審査会をしておりますので、この反論書

につきましては６月12日に第２回目として反

論書の内容を審査しながら口頭による意見陳

述をさせていただく方向で進めております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 私が１点ちょっと気になる

のは、５月１日に受け取って５月15日に出し

たわけでしょ、返事をね。ほいで、その間

15日かかったわけですよ。もちろん祭日が入

ったということもありますけれども。ただ、

片や受け取ったほうは住民なんですよ。こん

なんは日常的にこんなことやっとるわけやな

いんです。それが、あなた方はいつまでに返

事を出せ言うたか覚えておられますか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 返事というの

は。 

（上田富夫議員「反論書」の声あり） 

 反論書につきましての期間というのは私の

ほうではちょっと把握しておりませんが、あ

くまでこれは固定資産評価審査委員会のほう

の一つのやり方でございますので、申し出に

よりまして期間としましては30日、それから

審査の決定から10日後にそういった、修正が

あれば修正するという規定の中で行為を行っ

ておりますので、期間的にはやはり連休の

後、町に対しましての弁明書、それからそれ

を受けた後の反論書等で郵送したりいろんな

ことをしますので、期間的には別に問題ない

かと思っております。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、そうじゃなしに、住

民が出してったやつは半月間置いといて、ほ

いであなた方出したものについては、反論書

については早う出せと言ったん違いますか。

それも日にちを区切って、わずか短期間で。

僕はね、そういう酷なやり方。あなた方が

15日かかるのやったら、例えば町民の方はそ

の倍かかりますよ、こういうもんは。それを

逆のようなやり方というのは、まことにもっ

て僕はそれこそ町民の視点に立ってないとい

うのはそこなんですよ。あなた方はやっぱり

権力者やと。絶大なる権力の上に立って、ほ

んまに無力な町民を徹底的に痛めつけると。

この地図混の問題にして、これ何十年です

よ、これほって置いたの。例えば固定資産税

５％が、一応地図混ということで５％安くし

とるわけなんですけれども、これ１年間の金

額に直して、それに20年、30年掛けてみてく

ださいや。何ぼになりますか。あなたの、こ

れ解決しとったら、その税金というのは、

５％は確実に町に入るんですからね。５％に

したような、そんな何十年前の話やないんで

すけれども、それにしても、これからどれだ

け続くかわからんけども、その責任と、行政

責任はどこにあるんですかね。お尋ねしま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） その行政責任と

いいますのは、地図混乱の解消がされてない

ということでの行政責任という意味でござい

ましょうか。 

 まず、私が言いたいのは、５月１日に出さ

れまして、その後連休を踏まえました。それ

から、固定資産の評価審査委員会の委員さん

との日程調整とかそういうものが必要になり

ますので、当然それに基づきまして調整をさ

せていただきまして、まず申し出が出た分に

対しまして町に対する反論書をつくっていた

だくということになります。当然、弁明書に

対しましては、その弁明書ができた以後でな

いと反論書ができませんので、５月の連休挟
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んで以後の行為となりますので、必然的に今

の日でもってやられてるということは、これ

は最短でさせていただいたというふうに考え

ております。 

 それと、町の責任というのは、その地図混

乱ということに対しましての責任というの

は、私はそういう住民が困ってるということ

に対しましては、やはり町としては何らかの

一策を投じる必要があるということは考えて

おりますが、そういういろんな問題を含んで

おりますので、早急な解決はなかなかできな

いということでございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 今、町が受け取ってから、

それから審査会にかけて、それで委員会開い

てやったら、その時間かかると。まあ、い

や、そのとおりなんです。私は、そのことに

ついてはとやかく言ってないんですよ。それ

と同じように、住民のほうにもそれ以上の時

間が要るんと違いますか言うとんですよ。そ

れは理解できるでしょ。いや、町が弁明書を

つくるより、住民が反論書をつくるほうが時

間かかるでしょ言うとんのや。違いますか。

そこが、あんた、一番大事なとこなんです。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 弁明書を読まれ

て反論書をつくるということになりますが、

当然その反論書に対しましては、当初に申し

出をされた内容でもって、それと同じような

形の反論書になろうかと思います。したがい

まして、時間的余裕は２日、３日あれば、当

然通常のそういう申し出をされておりますの

で、その前提を踏まえて反論書つくられます

ので、日数的にはかからないと考えておりま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 だからおかしいんや。あな

た方は月給もうてその仕事しとうわけや。ほ

な、住民は違いますよ。それで飯を、仕事で

飯を食いながらこれやっとんのや。待ってま

したとばかり仕事休んでそんなことやっとら

れんねんて。３日か４日でできるてかいな。

それと、あなたのいわゆるその弁明書、あれ

本をコピーしただけでしょ。全く意思という

ものは入ってませんわね。こういう法律があ

りますよという本を四、五枚コピーして、そ

れを弁明書として送付したんと違いまっか。

何か一言でもコメント入れましたか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 当然、固定資産

の評価といいますのは全国一律その評価の仕

方という方法は決まっております。したがい

まして、太子町におきましても全国一律の方

法でもって評価をさせていただいております

ので、当然弁明書につきましても今の妥当性

というものを書こうとすれば当然にそういっ

た基準の中で記述していくということになり

ますので、これは独自のもんではなく、当然

そういった一つの中で弁明をしていくという

ことでございます。その中に個々の状況に応

じてそういった申し出がありますので、当然

そういうものも踏まえまして、太子町に合っ

た実情の評価額を書かせていただいて弁明書

とかえさせていただいております。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 あれがほんまに親切な弁明

書や思いますか。いや、私は納得できない。

ただ単に法律か何か知らんけど、規則か、こ

んなことですよというコピーを送っただけ違

うんですか。血も何にも通うてないよ。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） どう言ったらい

いんですかね。親切な弁明書というのは、申

し出に合わせた内容でもって太子町の評価が

間違ってるということを言えば親切な弁明書

ということでございましょうか。私はあくま

で評価に対しまして今とってるものが正しい

ということでもって通知を町としては出させ

ていただいておりますので、当然弁明書に対

しましても今の評価の妥当性を書くというの

が当然のごとくと思っております。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 ほんまにあなた、町から、

あれ十何人の人が来られて、あなたに渡され
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た中身読んで言よってんでっか。それは一部

はそうでしょう。あなたがおっしゃるとおり

ですわ、一部は。でも、あれで全体に答えた

と思われますか。あの問いかけすべてに答え

ておられますか。例えば最高裁の判例も書い

てあるでしょ。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） そういったこと

は固定資産評価審査委員会というのが別の執

行機関としてございますので、そこでもって

審査をしていくということでございますの

で、町といたしましてはあくまで太子町の今

出てる評価に対しまして妥当性を弁明書とし

てかえるということでございます。したがい

まして、最高裁云々という話は審査委員会の

中でもってそういったものも考慮しながらし

ていくということでございますので、町とし

てはその審査委員会に対する内容の審査に対

して口出しはできないということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 最後にしますけど、あなた

方はもうすべてそれで切り抜けようとしとん

ですわ。揖龍のごみの問題もそうでしょ。負

担金。あれは揖龍がしよんやから。太子町は

金出しよるけど、向こうが言うまま金出しよ

んやと、これで逃げるわけや。選挙管理委員

会にしてもそうでしょ。あれは選挙管理委員

会がしよんや、うちは知らんと。これもそう

や。そら、そういう逃げ口はやめろと言うと

んですよ。むしろあなた方がそうなら、そう

ならあなた方が窓口になって、町民の先頭に

立って、こういう処理の仕方がありますよ

と、こういうやり方がありますよと言うて指

導してあげるぐらいな気持ちがなかったらい

かんの違いますか。それが住民本位の自治と

違うんですか。だから、私が最初に言うたよ

うに、権力者と違いますかと言うとんねん。

そうでないと言うたやないか、今。そやけ

ど、今の答弁はまさに権力者そのものや。 

 終わります。 

○議長（熊谷直行） 答弁は。 

（上田富夫議員「要らん」の声あり） 

 ちょっと答弁求めてますのでちょっと続け

ます。 

（上田富夫議員「要らん。ほんなもん

同じことばっかり言うてきたって、聞

いたってしゃあないわ」の声あり） 

 総務部長。 

 ちょっと上田さん聞いてください。 

○総務部長（佐々木正人） 権力者と言われ

ておりますが、この固定資産評価審査委員会

は市町村とは独立した中立的、専門的な立場

でやっておられます。 

（上田富夫議員「わかっとうがい。わ

かっとうがいや」の声あり） 

 したがいまして、我々がそこに対して執

行、別の執行機関に対してくちばしを入れる

ということが逆に権力者ということになりま

すので、それはしかねるという立場でござい

ます。 

（上田富夫議員「そんなことわからん

と聞きょうへんがな」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 以上で上田富夫議員の

一般質問は終わりました。 

 

 

 以上、上田議員の質問に対して、正確を期すため、57ページと本ページに   を挿入しま

した。 
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○議長（熊谷直行） 次、橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 失礼します。橋本恭子、通

告に従いまして一般質問を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず初めに１点目、学校でエコ活動の取り

組みについて伺います。 

 今日の我が国は大量生産、大量消費、大量

破壊型社会と言われ、戦後の復興期から高度

成長を経て今日に至るまで国民生活水準が大

きく向上し、その結果使い捨てが当たり前の

ような資源の無駄遣い、例えば割りばし等と

ともに、ごみ対策については深刻な問題にな

っています。これを解決するために、生産か

ら消費、排出に至るまで各段階でごみをでき

るだけ出さないよう資源を大切に使い、使い

終わったものを資源に繰り返し利用する循環

型社会に向けた、子供たちも含め社会全体が

取り組む必要があります。 

 循環型社会で学校の学習について、平成

15年３月定例会で私は一般質問しましたが、

あれから６年たっております。太子町におい

てはリサイクル法に基づき、2004年、平成

16年４月から紙製容器包装分別収集が開始さ

れ５年たちました。また、2009年、今年平成

21年４月から一部スーパーでレジ袋無料配布

を中止し、マイバッグ推進運動になり、「広

報たいし」６月号で４月分のレジ袋削減結果

が出ておりましたが、４月分については削減

枚数11万4,000枚、削減率91.3％と書いてあ

り、買い物に行ってもマイバッグを持ってい

る人をたくさん見かけます。 

 今年５月30日の読売新聞によりますと、世

界が温暖化対策をとらなかったら、今世紀末

日本では新たな洪水や高潮などによる被害が

年間17兆円に及ぶおそれがあるとのことでし

た。大人も子供も社会全体がエコ活動に取り

組み、二酸化炭素削減をし、地球温暖化を防

ぐ必要があるのです。子供の学習や取り組み

について伺います。 

 まず初めに、幼稚園、小学校、中学での学

習実態はどうであるかを伺います。 

 前回６年前は、小学校では１、２年、生活

科、３、４年では社会科で、５、６年生は総

合学科で環境について勉強しているとのこと

でした。中学においては、理科、社会、家庭

科、保健体育で勉強し、ＰＴＡと連携をとり

ながら廃品回収に取り組んでいるという教育

委員会の答弁でありました。 

 エコ活動の取り組みについて、自動車の使

用や発電のために石油を燃やしたり、家庭で

のガスを使うと二酸化炭素がたくさん出、空

気中の二酸化炭素が増えて、地球温暖化で北

極、南極の氷が解けて海水が上がって砂浜が

なくなったり、住宅が海になったり、食べ物

がとれなくなったりしている状態がありま

す。エコ活動に取り組み、二酸化炭素を減ら

し、地球温暖化を防ぐべきではないでしょう

か。子供たちはどのようにエコについて取り

組んでいますか。 

 ３点目、今後の考え方について、リサイク

ルし、再資源化が大切と考えます。それにつ

いて３点伺いたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 私たちの地球を将来的にわたって残してい

くためには、将来を担う子供たちの環境を大

切にする心を育てることが重要だと考えてお

ります。 

 環境教育への取り組みといたしまして、発

達の段階に応じた対応が必要でございます。

低学年では体験を通して感性を養う、中学年

では課題を発見し調べる、高学年では行動を

通じて判断能力を養う等の推進を目指してお

ります。 

 幼稚園は自然に親しむ機会の園外保育や植

物を育てる取り組み、小学校は地域に合った

環境体験授業の推進として、龍田小学校では

タケノコの観察、収穫、また太田小学校では

イチジクの観察、加工、石海小学校では大豆

の栽培、収穫、斑鳩小学校におきましては川

の実態調査の取り組みや、環境施設や水道施

設の見学を通して、自然に対する畏敬の念、
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命の大切さ、命のつながりを実感することに

より、ごみを少なくしたり、資源や物を大切

にする心、そのような行動ができる子供たち

を育てる環境教育が必要であると考えており

ます。 

 学校園における環境教育は、みずから課題

を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、行

動し、問題を解決する資質や能力、生きる力

の育成であり、資源には限りがある、環境の

保全の大切さ、廃棄物の発生抑制、物の再利

用を認識した行動等がつなげる取り組みであ

ると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 先ほど言ったことではあり

ますが、今後の考え方についてが抜けてたか

と思いますが、リサイクルについて給食の牛

乳パックが取り入れられて、後どういうふう

にされているのかはわかりませんが、この紙

のリサイクルについても、牛乳パックを洗っ

て出してるとトイレットペーパーとかティッ

シュペーパーになるとかという、そういうよ

うなリサイクルの仕方も体験し、課題を見つ

けながらしてるかと思いますが、みんなでで

きること、例えばテレビを見ないときはスイ

ッチを切るとか、エアコンの設定を冷房の場

合28度にしたり暖房を20度にしたり、そうい

うことを家族でとか学校でとか、そういうこ

とをもっともっと勉強してるかと思います

が、もう少し詳しく答弁いただいたらいいか

と思います。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） ですから、先ほど

言いましたように、いわゆる環境施設、例え

ばごみ焼却、エコロですね、そういうとこら

辺の見学、また水道事業所等への見学。今言

われました牛乳パックのそれにつきまして

は、また回収がございます。それについて

は、牛乳パックにつきましては、牛乳業者が

その納品のときにまたそのパックを回収して

いくと。そういうことにつきましては、学校

の授業の中でも水道水の節水と、また物の大

切さ、そういう等々については日常の生活の

中で指導しているというところでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、大人も子供も環

境についてよくお互いに勉強しなくてはいけ

ないんですが、きのうとおとついの新聞の中

で、きょうの新聞ではありますが、子供のこ

とでありませんが、たつの市でエコチャリの

ことがきょうの新聞の読売新聞出ておりまし

たが、これは大人に関することですから、行

政として、去年からエコチャリというのか、

古い廃棄自転車を再利用し、去年スタートし

た４月の段階では12台でスタートしておりま

すが、今現在は46台配備し、各、近くの職員

の回る、学校の教師もですが、職員が近くを

回るときはエコチャリで二酸化炭素の削減を

してるというふうに新聞に載っておりました

が、町長、これについての考え方、ちょっと

一般質問はしておりませんが、どのように、

太子町も、近くはエコチャリをされてます

が、それについて伺いたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 本当にすばらしい質問

いただきますね。いつも私言うてますが、通

告はしていただきたいと、このように思いま

す。 

 私ども、エコチャリの件ですが、今のとこ

ろは行政の中で自転車を配置し、近隣ではそ

れを使っていくというようなこともやってお

ります。これをいかに広げていくかというと

ころに課題があろうと思いますが、我々も、

太子町としましてもエコロ、揖龍クリーンセ

ンターと連携を図りながらそうした取り組み

もとらせていただいております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員、極力通告内

での質疑をお願いします。 

○橋本恭子議員 はいはい、わかりました。 

 それでは、この件に関しましては、子供も

大人もできるだけ環境について考えさせられ

て、学校や地域や社会が変われるように私た
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ちも努力したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、次に入らせていただきます。女

性の管理職登用について伺います。 

 私は平成15年６月定例会で男女共同参画社

会づくりの推進に向けての女性の管理職登用

についてお聞きしましたが、それについて伺

います。 

 管理職に占める女性の割合が全国都道府県

平均を兵庫県は下回っているため、2009年、

平成21年４月には、３年後には新たに係長

級、昇級する職員の２割を女性とするため数

値目標を定めた第３次男女共同参画率先行動

計画、2009年度から2011年度に取り組むと発

表しております。 

 昨年の４月に県の本庁課長相当級以上の管

理職、県警、県の教育委員会を含んだ占める

女性の割合は3.9で、全国都道府県の平均は

5.4％でありまして、ちょっと下回っており

ます。県の男女共同参画白書でわかったこと

は、県内の市町で７市町が20％を超える一

方、６市町は５％未満と、格差は顕著であり

ました。 

 市町の管理職の女性の割合が毎年増えてい

るところは、１番目、加東市26.6％、２番

目、赤穂市24.8％、３番目、新温泉町の

23.9％、４番目に小野市の23.3％、５番目に

淡路、三木、神河町も20％を超えておりま

す。一方、最低のあるところは、１、洲本市

の1.5％、２番目に太子町は入っておりま

す。太子町、姫路市、豊岡市、尼崎市、丹波

市で５％未満となっております。 

 全職員が占める女性の割合は高いのに管理

職が少ない市町村や、その逆も多く、県の男

女青少年課は、首長の意見が大きく働いてい

るのではと言っております。全国平均

9.0％、神戸市は8.6で、政令都市平均は

8.2を上回っております。県の人事課は、女

性の係長級は増えているので長い目で見てほ

しいと説明しております。 

 太子町の女性管理職は、今年の６月５日、

きょうですね、現在、庁舎内で約130名の正

職員がおりながら女性の課長は１名で、少な

過ぎます。男女共同参画社会実現を目指す行

政として、女性職員の意識改革に努め、管理

職への登用を促進するとともに、職域の拡大

を図り、能力と個性を十分発揮できる職場環

境をつくるべきと考えます。昇格について

は、男女、係長までは試験によるものであっ

て、その後は男性が副課長、課長と早く昇格

すると聞いております。それは何ゆえか、お

伺いいたします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 管理職のみなら

ず職員の昇任、昇格におきましては、男女、

女性の区別はなく、個人の意欲、能力に基づ

いた上で総合的な判断のもとに決定をいたし

ております。 

 ご指摘のとおり管理職への昇任では、現在

町におきましては50名の管理職のうち女性は

６名と、12％という数字の上で男性職員優位

の形になっております。結果的にそうなった

ということしか申し上げられませんが、対象

者の絶対数の差、これは45歳以上の男女比が

男性で69名、女性で33名ということも幾らか

起因しているのではないかと思われます。 

 ただ、先ほどもおっしゃいましたように、

係長級の男女の構成比におきましては、対象

者59名のうち男性が32名、女性が27名という

ことで、女性に対する割合が45.8％という数

字でございます。職員全体の男女比率と同程

度、これは職員196名のうちの女性85名で、

43.4％という比率でございますが、そういっ

たところからは男女間の格差はないというふ

うに考えております。 

 以前にも女性管理職の起用につきましてお

答えしておりますが、今後とも意欲ある女性

の登用につきましては配慮をしていきたいと

いうことでございます。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 ありがとうございます。 

 今、部長より答弁がありましたが、私は庁

舎内での人数を言っておりますが、個人の意

欲ある者は昇格したりということで、50名中



－64－ 

６名のうち、やっぱり教育委員会で園長先生

なんかを含めた管理職の12％と考えます。で

も、同じように係長試験に通りながら、やは

り男性のほうが有利に副課長、課長に昇格し

ているように女性職員は思っているかと思い

ます。それで、最終決定は町長の考え方だと

思っておりますが、町長、その件についてど

うでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身、男子だから女

子だからという考えは毛頭ございません。そ

の中で、やはり管理職、上に上がっていくほ

ど指導力も十分に考えていかなければいけな

いという中での登用でございますので、そう

したところをしっかりとこれからの人材育成

には努めていきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 橋本議員。 

○橋本恭子議員 それでは、男女の差がない

ということで安心しましたが、指導力の面で

町長は判断されているようですね。よくわか

りました。 

 終わりに、私は女性の立場から女性差別が

あってはならないと思っております。女性の

管理職登用を促進し、職域の拡大を図り、能

力と個性を十分発揮できるよう、まず初めに

来年の職員異動の際、副課長５名ほど昇格す

ることを強く強く要望し、一般質問終わりま

す。 

○議長（熊谷直行） 以上で橋本恭子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、通告に基づきま

して一般質問をいたします。 

 １点目ですが、議会事務局及び会計課の事

務方のトップは部長級にすべきではないかと

いう点についてお考えをお聞かせいただきま

す。 

 本町では町長部局と教育委員会部局があ

り、この町長部局には総務部長、生活福祉部

長、経済建設部長という部長がおられ、また

教育委員会部局には教育次長が部長級の待遇

で給与が支払われ、その職責を果たされてい

ます。それぞれの部署の責任あるポジション

としての位置づけがなされているからである

と思います。 

 私は、議会事務局、会計課長も部長級の待

遇がなされるべきであると思っております。

具体的にどの職員をどうこうという意味でな

く、一般論としてお尋ねをしております。人

事は町長が決められることは当然であります

けれども、職務としての観点からその考えを

お尋ねいたします。 

 まず、議会事務局長についてですが、議会

事務局長は議会の事務方のトップとして勤め

ています。そもそも町と議会は両輪と言わ

れ、それぞれの役割を果たすことが町民のた

めに重要なことであります。現実は議会事務

局に勤めた職員がまた町長部局ですとか教育

委員会部局に戻ったりということで、議会事

務局の職員も一般の目から見れば役場の職員

のように映る面があります。また、職員の採

用も、町が採用した職員が人事の配置、異動

によって議会事務局に属しています。こうい

う面（町長部局や教育委員会部局の側に戻

る、また長い勤務の間に昇任がそこでなされ

ているという面。もちろん議会事務局の中で

も昇任はされてきてはおりますが）からいっ

て、町長や先輩の評価を気にする姿勢の議会

事務局職員が生まれる可能性がないとは言え

ません。議会事務局というものが他の地方公

共団体と一緒になって、議会事務局職員とし

て採用できていない現状のなせるわざである

かと思います。局長を部長級扱いとすること

以外にもこのような面も見られます。 

 話を局長の部長級扱いの点に戻しますと、

本来からいいますと、町側の事務方のトップ

が部長であり、教育委員会部局の事務方のト

ップが次長であり、それぞれ部長級の待遇を

受けているわけでありますから、当然に議会

側の事務方のトップも、名前は局長であって

も部長級の待遇を受けるべきであり、それが

町側と議会側が両輪であるということである
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と考えます。 

 また、従来収入役が置かれていました。現

在では会計課長がその仕事をほぼ同等に行っ

ていると思います。長い歴史の中で収入役と

いうポジションは特別職の中に置かれてきま

した。私が議員１期目のときにその廃止が全

国的になされ、本町でも提案され、議会は同

意いたしました。また、議会の常任委員会の

所管事務調査にも会計課長は通常出席してい

ません。このような歴史の流れの中、また出

納の職責の位置づけ、重要性を考えますと、

この任に当たる人も部長級扱い、待遇とすべ

きではないかと考えます。もちろん会計課と

いう名前であればトップは課長になりますか

ら、部署名を考え、そのトップを部長級にす

べきではないかという意味であります。 

 組織のあり方をどのように考えるかがこれ

にかかわっていると考えますが、議会事務局

長がなぜ課長級なのか、会計課長がなぜ課長

級なのか、お尋ねいたします。職務の重要性

を考え、これら２つは将来部長級にすべきで

はないかと思いますが、そのお考えはないか

についてお尋ねします。 

 現状でいいますと部長が印鑑を押した書類

を会計課長がチェックするという状態は理屈

や理想からいって、会計管理者は町長や部

長、どなたが押された印鑑であっても、もち

ろんその職責を果たすべきであるといえば、

それはそのとおりでありますけれども、現実

的に各部署の課長とか部長とかが押された印

鑑を課長という肩書の方がチェックしている

ということなのですが、いかがでありましょ

うか。 

 現在の職員の年齢別の人数等の現実、そち

らの側にしますとどういうふうに任用してい

こうとか、先ほどの職員の質問でもありまし

たけども、どういうふうに任用するかという

のは、そちらにすれば頭を痛められていろい

ろ考えられる面もあるかもしれませんけど、

そういうことでなくて、私が今お尋ねしてお

りますのは、組織としてどうあるべきかとい

う観点からの答弁を求めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 所属の長をどの

職級にするかということにつきましては、町

としましては、その職務の範囲、管理する職

員の数、職責の度合い、そういったものを総

合的に判断をしまして決定をしております。 

 太子町では、複数の課を統合、管理する職

責にある部長及び教育次長を部長職としてお

ります。議会事務局長、会計管理者も所管す

る事務の中では重責を担っている職でござい

ますが、あえて部長職とする必要性は今のと

ころは感じておりません。 

 また、部長職でないとその職務に支障があ

るとの指摘ではございますが、職務は法令、

制度、そういったものにのっとって遂行され

るものでありまして、課長職であっても何ら

問題はないと考えている次第でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 まず、先ほどおっしゃった

んですと、部下の人数の数とか職責を考えて

今は、今はというか太子町においては部長級

ではないということなんですが、これ太子町

以外のところを調べてみますと、必ずしも今

ご答弁にあったようなことではなくて、やは

り議会事務局というものの扱いについては太

子町と違い、また太子町と違っているところ

のほうがどうも多いのが現状のようでありま

す。人数と職責からいって太子町ではそうで

ないというお答えでしたけども、他の市とか

町のことも、もちろんそちらはご検討されて

わかってるわけですけど、こちらとしてはも

っとご検討されて、実際は太子町と違ったふ

うなところのほうが多いわけでございますの

で、私がこのことに実際口出しをできるとこ

ろではなく、今質問をということで、どうい

う考えでという範囲までしか、私も聞くと、

ちょっとこれ人事に関係あることですから、

この部分については度を超してはする部分は

控えたいと思いますが、私は議会の中におる

者としましては、議会の側の事務の方もやは

り当局の側と、本当に議会と当局が対等とい
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うか一緒になっていろいろ町民のためにやる

ということであれば、議会事務局の事務のト

ップも部長級にしていただいたほうがいいと

私は思ってますし、私は立場を反対に考え

て、私は別にそちらの席に座っている者でも

ありませんが、反対に考えると、口で議会を

尊重すると言うのであれば、やはり議会側の

事務局のトップもそういうふうに、自分であ

ったらそういう気持ちになるだろうと思いま

すので、このことは申し上げておきたいと思

います。 

 それから、今の部長のお答えで、法令に基

づいて、課長であっても仕事をやってるので

支障はないかと思うということをお答えにな

りました。そのように答えれば答案的には

100点の答えなんですけども、現実として例

えば私が課長だとして、そして私の上司、部

長がおられるとして、それで部長が印鑑を押

してこられたものを私が、ああ、これちょっ

と部長、ちょっとぐあい悪いですよと、これ

はちょっとこういうふうにされたらいいんで

はないですかというのは言いにくいかもしれ

ません。もちろん、とても非常に仲がよくて

人間関係ができていれば、それは気安く言え

るかもしれない面もあるかもしれませんけれ

ども、現実として例えば私が課長であって、

じゃあ私もその次何か上に昇級したいと仮に

思ったとした場合、そうするとなかなか部長

たちに嫌われるようなことはしたくないと

か、町長の印鑑あるけれども、町長の押され

た印鑑を、これはねと言うのは、なかなか人

間であれば言いにくいという面があるかと思

うんですね。ですからお尋ねしております。

今ちょっと私が言ったことについてご意見い

ただければありがたいんですが、いかがです

か。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今この役職についてど

うこう言われておりますが、私は逆に、先ほ

どいみじくも言われましたように、階級が上

であろうとどうであろうと、やはり間違って

るとか、また疑問点に感じるところはどんど

ん指摘していくんであろうと。それがひいて

は、先ほど前の質問にも答弁しましたよう

に、それぞれの置かれた職責での務めである

と、このように考えております。逆にそうし

たことが自分の職責を全うしていき、こなす

中でそうしたことができる職員はまたほかの

指導もできるんではないかと、このように考

えております。いずれにしましても、今のと

ころ総務部長が答弁したとおりでございま

す。今の体系を崩すという気持ちは毛頭ござ

いませんし、議会事務局長を部長級にしたか

らといって議会と行政側とがどうこうという

ことも私はないと、このように考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今、理想的な面からお答え

をいただいたと思います。町長今おっしゃい

ましたように、どういう、課長ということで

あってもそういうことをきちっとやればまた

そういうことできるからと、ほかの、上に行

ってもできるからと。もちろん、そのとおり

だと思います。ですから、今おっしゃったこ

とが正しく、本当にそのようになされること

を祈っております。 

 また、議会事務局の局長、部長になったか

らどうということはないというお答えであり

ますけれども、私は気持ちの問題として、よ

そでもそういうふうにされてるところが多い

わけですので、そのようにしていただいた

ら、私は議会側におる者としては議会側も尊

重していただいてるのではないかなというふ

うに思います。この点はこれだけにいたしま

す。 

 では、続きまして２点目に移ります。 

 学校及び保育所における生徒・児童・幼児

の紫外線対策を何か行っておられるか。検討

が必要ではないかということについてお尋ね

をいたします。 

 紫外線対策について外国では、国によって

はオーストラリア等以前から対応され、日本

でもその認識が徐々に進んできており、その
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ための対策をとっているところ、またその調

査を行っているところがあります。以前、本

会議でも質問されたことがあります。私も当

時、以前からこの点に関心を持ち、諸外国の

様子に注意を払ってきたところであります。

そのとき以降、本町では何か対応を講じてこ

られたか。将来に向けてできることから対応

を考えていくことが必要ではないかと思う

が、いかがでしょうか。 

 (1)紫外線を本町の幼稚園、保育所、小・

中学校等において測定したことはあるか。 

 (2)本町の学校や幼稚園や保育所で紫外線

対策について、子供たちの帽子の後ろ側に日

光を遮るようにする部分をつけること以外

に、子供たちや保護者に話したり働きかけた

ことはあるか。本町では現在どのような指導

をしているか、していないか。 

 (3)本町では今後どのようなことをしてい

こうと考えるか。紫外線カット素材の体操

服、スモック等を希望者が購入できるように

するなど（ただし通常のものより２倍ほどの

値段がするようであるが、保護者が選択でき

るようにするなど）、何か実現可能なことは

考えられないか。子供たちの皮膚は大人に比

べて薄く、教育現場や保育所での対応、配慮

が求められると思うが、いかがか。少なくと

も教育現場や保育所の現場でそのようなこと

を話題に上げてもらうことは意味あることで

あると思いますが、いかがか、お尋ねをしま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 教育委員会関係でございますが、紫外線が

子供たちの健康に与える影響の増加傾向を考

えますと、子供たちが野外で安心して活動で

きるには、教育関係者、保護者も含め、紫外

線の正しい知識、対策を身につけて太陽と上

手につき合うことが大切であると認識してお

ります。 

 学校では紫外線に敏感な園児・児童・生徒

に対して、外に出る際には帽子の着用、日焼

どめクリームを塗ったり、長そで類の着用、

そしてプールのときにはテントを張り、日陰

ができる場所の確保に努め、利用する取り組

みを進めております。 

 １の測定はしたことがあるかということで

ございますが、学校園の環境基準に紫外線の

測定は含まれておりませんので実施したこと

はございません。天気報道の中で大まかな紫

外線情報が発信されているというところでご

ざいまして。 

 次に、指導関係でございますが、先ほども

言いましたですけども、それとあわせて学校

園の保健だよりに紫外線による健康影響を防

ぐためにはどうするか、紫外線についての正

しい情報も発信しているところでございま

す。 

 また、今後の対応でございます。教育委員

会といたしましては、教職員が紫外線に対す

る正しい認識を深める必要があると考えてお

ります。学校園を今後とも指導していきたい

というふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保育所での取

り組みでございますが、１点目の紫外線の測

定につきましては行っておりません。 

 それから、２点目の帽子、日よけつきの帽

子以外に何か働きかけを行ってるかというこ

とでございますが、子供さんや保護者の方々

に対しまして特に紫外線に限っての働きかけ

といったことは行っておりませんが、一般的

に言われます、これまでも言われております

対応につきましては、保育所のほうでそうい

った配慮をした対策を行っております。もち

ろん、今言いました日よけつきの帽子、保育

所ではカラー帽子というふうに呼んでおるよ

うですが、それの保護者の皆様にはサンプル

品を備えまして働きかけを行ったり等してお

りますが、現在帽子を着用しておる子供さん

は約半数というふうに聞いております。何分

このカラー帽子、普通の帽子に比べましてお
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値段のほうが倍程度いたしますので、その購

入につきましては保護者の選択によっておる

ということでございます。 

 また、それ以外にはテントの設営、また木

の陰の利用といったことも日常行われており

ます。 

 また、これからプールのシーズンになるわ

けですが、プールの使用時間につきましては

大体やや早い時間、10時台をその利用時間と

いうふうに設けておるというふうに聞いてお

ります。 

 今後の取り組みにつきましても、当然ちま

たでも言われております紫外線対策というの

につきましては留意をしたいんですが、何分

子供さん本当に、小さい、ゼロ歳児、１歳児

はそうでもないんですが、やはり３歳、４

歳、５歳になりますとやはり活発に活動しな

ければならないという側面もございますの

で、そういった日常生活において極力紫外

線、強い時間帯を避けるとかといったような

ことでの対応をしたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 ここで私これを質問させて

いただいておりますのは、以前同僚議員もさ

れたことございますけれども、こういう点に

ついても町側で、それぞれの今次長と部長が

お答えになりましたが、いろいろと勉強して

いってというと失礼な言い方なるかもしれま

せんが、よく調べていただいて、よそがして

から云々とか、そういうことでなくて、この

町の子供たちをどのようにしてあげたらいい

のかなという視点で勉強していっていただい

て、対策をとれるもんであればとっていただ

きたいと。例えば、ここに私書いております

が、通告書に書いておりますが、体操服とか

スモックとか、先ほど帽子についても部長お

っしゃいましたが、２倍ほどかかると。私も

このスモックとか２倍ほどかかると調べて知

っているのでそう書いてるんですが、そうい

うこともありますが、保護者にそういったこ

とも周知して、今お答えになったとおり正し

い知識、情報を保護者にも知らせ、また保護

者にも選択をしていただけるようにしていた

だきたいなと思います。 

 この日本の中では、ある県の薬剤師の方た

ちとか、あるいは学校によってはこういうも

のを測定されたりとか、紫外線を学校で測定

されたり等されていることもございます。い

ろいろと検討されて、これ微妙な問題だと思

うんですね。私、大分前、社会人になったと

き、たばこをその職場で、私はたばこを吸わ

ないもんで、そのにおいがとてもすぐわかっ

て気になる人間なんですけれど、なかなかそ

ういうのも周りの人に言いにくい、たばこや

めてともなかなか言いにくかったんですが、

今では受動喫煙ということになってます。こ

れと全く同じかどうかわかりませんが、この

紫外線というものも微妙な繊細な問題だと思

います。今後ですけど、今後いろいろ考えて

いかなければいけない課題だと思いますの

で、あえてここで言わせていただいておりま

す。どうぞこの点についてそれぞれの部署で

よろしく、外がやったからというよりも自分

たちのほうでよく検討していただいてやって

もらいたいと思っております。 

 では……。 

○議長（熊谷直行） ３問目、昼から行きま

す。 

（服部千秋議員「はいはい。では、こ

こで」の声あり） 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時55分） 

（再開 午後１時00分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 引き続いて、服部議員、お願いします。 

○服部千秋議員 では、続きまして３点目に

ついて伺います。 

 新型インフルエンザ対策について伺いま

す。 

 本町は国、県の通達、指導等によって新型
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インフルエンザ対策を行ってきたと思います

が、具体的にどのように進めてきたか、どの

ようにこれから進めていこうと考えている

か。 

 (1)小・中学校ではどのような対策をとっ

てきたか、これからとろうと考えているか。

(2)幼稚園では、(3)保育所では、(4)役場及

び公民館等では、また働く職員のことも考え

た対応をとっているか。手洗い等、幼児・児

童・生徒に指導し、また来庁された町民に対

して啓蒙するだけでなく、学校教職員や役場

職員も手洗い等、みずからが率先して取り組

むよう指導しているか、伺います。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 １番と２番の学校園の新型インフルエンザ

対策につきましては、対策本部の指示、教育

事務所からの通知、要請等による教育施設で

の感染拡大の防止に取り組みました。情報の

発信として、学校園への通知、保護者への通

知、対策会議、教育委員会及び校園長会を開

催いたしました。行動の徹底としましては、

うがい、手洗いの励行、マスクの着用、部屋

の換気、バランスのとれた食事、十分な睡眠

等のお知らせをしました。臨時休校中の留意

事項としまして、健康上、衛生上の事柄の内

容通知、学校園と連携と連絡、体調の状況の

把握と、家庭訪問及び報告、その他連絡体制

の再確認をいたしました。 

 ４番の公民館等の社会教育施設のうち文化

会館を除く公民館、図書館、歴史資料館、南

総合センター、体育館、陸上競技場につきま

しては、町の新型インフルエンザ対策本部の

指示に従い、５月18日から24日まで感染拡大

防止を図るために臨時休館といたしました。

その間の使用申請者につきましては、代表者

に電話連絡等により休館についてのご理解を

お願いをいたしました。連絡のとれなかった

方については、窓口対応について協力を求め

たところでございます。図書館につきまして

は、玄関先に本の返却受け付け業務のみを行

いました。また、職員につきましては、マス

クの使用、外出後の手洗いとうがい等を行

い、職員からの感染者を出さないように心が

けました。今後も引き続き利用者には消毒液

の使用をお願いするなど、感染防止について

の啓発を行ってまいりたいというように考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保育所での対

応につきまして申し上げます。 

 ５月17日に開催をいたしました新型インフ

ルエンザ対策本部会議の決定に従いまして、

公立の保育所は18日から24日までの間、休園

措置、また私立保育園並びに認可外保育園に

つきましては同じ期間の休園の要請を行いま

した。休園期間中は保護者からの新型インフ

ルエンザに関する相談、また保育園児の健康

状態の把握に努めたところでございます。 

 また、この休園の解除後でございますけれ

ども、園児の健康状態の把握をするために各

保育園におきまして欠席者の事由別人数の報

告を保育所のほうから社会福祉課のほうに報

告を求めておるところでございます。 

 また、保育所のほうでは保育士、また子供

のうがい、手洗い、これを行うということ

で、インフルエンザ感染予防に努めておりま

す。また、お昼の食事時でございます、また

おやつの時間につきましては、保育士がテー

ブルの消毒を行っております。また、園児が

退園をいたしました後は、室内またトイレ

等、園児がよく触れる場所、箇所の消毒を行

っており、感染の防止に努めておるというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今の答弁に対して幾つか質

問をいたします。 

 まず、職員にはマスクをするようにさせた

ということでしたが、この役場自体も聞くと

ころによりますとマスクが思ったとおりの枚

数が手に入らずという状況であったと思うん
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ですが、それで職員、ここの役場の職員はさ

れていませんでしたけど、するようにという

ふうに言われたのかとかその辺ちょっとあい

まいで、今お答えになったのだとそういうふ

うにしたんだということでしたけど、その辺

を答えてください。 

 それから、学校において家庭訪問をしたと

おっしゃってるんですが、それ、いや、聞い

てびっくりしてるんですが、それ全部された

んですか。それとも、どういうふうにされた

んでしょうか。テレビではそういうふうにや

ってるところがあって、それは映っていたの

は私も見たんですが。ということと、それか

ら今お答えにはなかったのですが、本町の場

合、あした学校とか園とか休みになりますよ

というのは、ご家庭にはいつごろされたの

か。公立でなくて、ある学校によりますと、

休む前日の９時半ごろには既にもうあした休

校ということがメールで回ってきておりま

す。これは後に質問される議員のこととも関

係するんですが、この太子町においてはその

ようなことはいつごろ連絡をされて、おうち

の方のご都合とかもありますので、そういう

辺はどのようにされたのか。 

 それから、今丸尾部長がお答えになった保

育所の中でちょっと聞き取りにくかったので

すが、保育所の事由別人数とおっしゃったの

かよくわからなかったのですが、そのことを

ちょっともう一回説明をいただきたいと思い

ます。 

 それから、役場のトイレにも消毒効果もあ

る石けんが置かれていて、紙も張ってあるわ

けですけども、来客の皆さんにも啓蒙するよ

うに文書、私も読みましたけども、私もトイ

レ行ったたびに手を洗ってますけど、職員の

皆様はきちっとそのようにされているのであ

ろうかということを聞きたかったわけであり

ます。実際ここにはそういうものがないのか

もしれませんが、一応私思いましたのは、子

供たちに言うんであれば教職員も、また役場

も来庁された方におっしゃるんであれば、率

先してそのようにしていただけたらと。最近

見ていますと、どうもそういうふうな、時間

もたちましたけど、感じでもございません

し、当時どうだったのか、一々見ておりませ

んので何とも言えませんけど、その辺は、来

庁者に求められるということでありますか

ら、町の職員、それぞれの部署の方もきちっ

とやっていただけたらなと思います。お願い

します。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 マスクの使用につきましては、数に限りが

ございますけれども、家庭訪問するときには

私ども町のほうから１人１枚、少ないんです

けども最低支給させていただいて家庭訪問、

体調管理、それを把握するといいましょう

か、健康上のことで、いわゆる担任が一戸一

戸各家庭を回って状況等を把握したところで

ございます。 

 それと、この通知につきましては、17日に

対策本部が開かれまして、その後18日以降

24日まで臨時休業ということでございますの

で、18日付の文書を持ってなるべく早いこと

回るということで、一通りは１日か２日のう

ちで全体の学級のクラス回ったということで

ございます。 

 私のほうから以上です。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私の答弁の中

でお聞き取りにくいという箇所がございまし

たんで再度申し上げます。 

 休園解除後の措置でございますけれども、

園児の健康状態等把握をしていくために、そ

れぞれの園はもう毎日把握しておるんです

が、それを欠席者についての事由別、発熱が

あるとか、そういった事由別で社会福祉課の

ほうにも報告をいただいておるという処置を

とっておるということでございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 職員に対してで

ございますが、これにつきましても感染防止

に努めるよう通知を出しております。熱やせ



－71－ 

き、くしゃみがあるときはマスクを着用し、

他の人への感染を防止する。特に職員全員で

はなく、窓口で町民に直接対応する職員につ

きましては各自準備をして対応するようとい

う通知でございます。それと、手洗いにつき

ましても、同じくそういった中での通知の中

で職員に対しての徹底をさせていただいてお

ります。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 職員にも率先してそういう

ことをやっていただけたらという趣旨で私は

聞きました。私、別に一々立って見てるわけ

ではございませんが、もしかしたらどうもそ

ういう通知はされていたとしても、そうでな

い方もおられるかもしれませんので、私思う

んですけど、こういうことはやはりそう指示

されたら、指示された人たちも率先してやら

れる姿勢があってほしいなと思います。 

 それから、ちょっと学校には先ほど翌日か

ら文書を持ってというておっしゃったんです

が、要は各家庭にいつかと、朝それぞれのと

ころに放送するように地域からされたのか、

その辺をちょっとはっきり教えていただきた

いんですが。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 学校園の通知でご

ざいます。 

 まず、18日に対策本部をしまして、18日か

ら…… 

（服部千秋議員「17日」の声あり） 

（副町長八幡儀則「17日」の声あり） 

 あ、17日、ああ、ごめんなさい、17日に対

策本部、18日から24日まで臨時休業というこ

とが決定いたしましたので、17日の日に学校

園の連絡網を通じて各保護者への連絡をさせ

ていただいたと。 

（服部千秋議員「その日のうちに」の

声あり） 

 その日のうちに連絡をさせていただき、

18日には教育委員会からのお願いの文書、い

わゆる臨時休業の文書、また学校園からのお

知らせの文書、あわせてそれを持って家庭の

ほうへ訪問していったということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 これもなぜ聞いたかという

と、早くおうちに知らせてもらったらと思っ

たので言いました。実は、私も太子町の公立

に行かれてる方に連絡あったか聞いたんです

けど、まだないということでございましたの

で、町より外の、県外のあるところはもう早

くに伝わっているけれども、この町内の公立

は、正確な時間私覚えてませんけど、私が聞

いた段階ではまだありませんと、多分あした

休みになるん違いますかというようなことは

その人には伝えて、結局そのようにはなりま

したけども、できるだけ早く、危機管理に対

する対策ということは従来から、ほかの事柄

でも話題になっておるんですが、できるだけ

早く伝えていただきたいということは親の都

合もありますのでお願いをしたいなというふ

うに思います。議会事務局からもあのとき、

夜の11時何分かにメールが届きましたが、私

は本町がそうなったというのはもっと早い段

階では知っておりましたけれども、11時何分

かのメールでした。ちょっとほかの周りを見

られて判断されてたのだろうとは思うんです

が、しかしそういうことに対する対応をです

ね、よろしくきちっとお願いしたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 では、続きまして４番目の質問に入らせて

いただきます。 

 教育長就任に当たってどのような教育を本

町で行おうと考えておられるかについてお尋

ねをしたいと思います。 

 まずは教育長、ご就任おめでとうございま

す。本町の子供たちのためにどうぞよろしく

お願いしたいと思います。 

 では、通告に従って質問をいたします。 

 教育長は太子町の教育をどのように行って

いこうと考えておられるか伺います。 

 (1)太子町の教育で特に取り組みたいと思

っておられることは何でしょうか。 

 (2)本町の小・中学校で児童・生徒の学力
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向上についてどのような対策を講じていきた

いとお考えか。 

 (3)園児の指導の中で特に取り組まれたい

こと、配慮したいことはどのようなことでし

ょうか。 

 (4)生徒指導上の諸問題、もちろん生徒指

導上以外の面も同様でございますけれども、

特に生徒指導上の諸問題に学年団、生徒指導

担当、主幹教諭、教頭、校長等、地域によっ

ては副校長と言ってるところもありますが、

校長等が協力して対応していく体制を整える

こと、組織として対応できる体制を確立する

こと及び教員を育てていくことが大切である

と思います。そのことは教育現場がしっかり

とし充実したものになる基礎であると私は考

えますが、同じご意見でしょうか。もしそう

であるならば、どのようにしてそのような体

制を各学校園で整えさせようとお考えか。 

 (5)楽しく、同時に有意義な幼稚園、小学

校、中学校であると園児・児童・生徒に思っ

てもらうために教育委員会としてどのような

点に注意し、どのような取り組みを行ってい

こうと考えておられるか。教育長は就任のご

あいさつの中で、学校園に勤務してよかっ

た、学ばせてよかった、また住んでみてよか

ったと言われるようにやっていきたいという

内容のあいさつをされました。私がここで書

いておりますのは、もちろんそういう勤務し

てよかったとか、これは教員の立場ですね、

それから学ばせてよかった、これは親の立場

ですね、ですけれども、もちろんそれも大事

でありますが、ここに書いておりますよう

に、子供たちが楽しく有意義な園だったな、

学校だったなというふうに思ってもらうよう

にしていただきたいと思っておるわけです

が、そのためにどのような取り組みをされよ

うとお考えか。 

 (6)保護者の学校への協力を引き出すこと

は学校園にとって大切なことであると考えま

すが、保護者との信頼関係構築に向けて現場

でどのような取り組みをするよう指導されよ

うとお考えか。 

 (7)精神的理由等で職場を休む教師が少し

でもなくなるよう、またそういうふうな先生

が生じないよう、生き生きと働けるように、

どのような取り組みを校長、園長とともに行

っていきたいとお考えか。 

 (8)教育長の思いが現場の各教師に届き、

本町の教育が教育長の考えられるところに従

ってなされるよう、どのような取り組みをし

ていこうとお考えか。お願いします。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。こ

のたびの議会等で初めての答弁で非常に緊張

と、何をまとめた話をしていいのか迷ってい

る次第でございます。意に添わないというん

ですか、ご質問に合わないかもしれません

が、私のまとめているものを感じを発言させ

ていただきまして答弁とさせていただきま

す。 

 学校園の目的というんですか、は生活する

喜び、それから学ぶ楽しさを味わわせる信頼

感に満ちた学校園づくりというようなテーマ

のもとで６点挙げております。 

 １点目は、安全な生活、学びの場の確保と

して、保護者や地域との連携による信頼され

る学校園づくり。学校園の安全確保でござい

ます。 

 ２点目、学力向上と個性の尊重として、主

体的に学ぶ資質を育てる取り組み。新学習シ

ステムを活用した学力向上の取り組みでござ

います。 

 ３点目、心の教育の充実として、真のきず

なづくりで心を育てる。実体験、実感の場づ

くりで心を育てる。心身の健康づくりで心を

育てる取り組みの推進。 

 ４点目、生活（生活指導）の充実として、

触れ合いを大切にする子供に。包み込む、聞

く、粘り強いを柱にした指導体制を構築す

る。 

 ５点目、人権教育の充実として、自己表現

の志を育て、共生の心を育成する取り組み。 

 ６点目、教職員の資質、指導力の向上とし

て、豊かな人間性と高度な実践、知の高揚を
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図れる指導及び育成に努めるなどの項目を重

点にして取り組んでいく所存でございます。 

 教育というものにつきましては、この６点

のどれを重点として挙げるものではございま

せん。例えば学力の向上と個性の尊重という

ものを重点的にやっても、生徒指導の充実が

図られなければ学力の向上もうかがい知れま

す。そういう意味で、この６点が、６つの輪

が両輪になってすべて同じ方向に向かって進

んでいくことによって、この６つの項目の重

点項目が達成できるんじゃなかろうかなあと

思っております。 

 それともう一つ、ご質問にありました(4)

の体制の確立ですが、全く同感でございま

す。組織が崩れれば、こういう６点の重要項

目は達成できるはずがございません。教師と

管理職、そして生徒、幼児または児童並びに

保護者、地域、そういう者が連携をしながら

これに取り組んでいくというような姿勢が大

事じゃなかろうかなあと思います。 

 そして、中にはありました保護者の６点目

の件ですが、この学校評価等を保護者または

地域に出しながら、その評価を参考にしなが

ら毎年反省点を課題を挙げて、そしてそれを

解消しながら次年度に向けて教育の進展に向

かおうと心がけております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 ここに質問したことを広い

観点から６点にまとめてお答えになったと思

うんですが、(7)番とか(8)番とかについては

いかがですか。それから、(1)、特に取り組

みたいことはさっきおっしゃったことや言わ

れたらそういうことなんですが、特にこうい

うことをうちの町で教育長はやりたいんやと

いうような、そういう抱負をいただきたいん

ですが。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。先

ほど(1)番のことで言わせていただきました

件ですが、この６点について、どれを１点だ

けを取り上げて重点とするわけでございませ

ん。６つの項目すべてに力を入れ、そして６

つの項目が、すべてが同じ方向に向かって進

めるように鋭意努力をしていく所存でござい

ます。 

 それから、７点目の(7)番目の精神的理由

等で職場を休む教師が少しでも少なくなるよ

うにというようなことは、これは行事を精選

することによって教師の負担、そして教師が

児童・生徒・幼児と向き合う時間を多くする

ことによって学力の向上も図り、心のケアも

図りというようなこと、そして当の教師自体

がそこで休養というんですか、心の安定を図

れるというようなことで、授業時数の確保と

教師の軽減負担と、軽減を負担を少なくする

というようなことも考えております。 

 それから、私の思いが各教師に届きという

ような件ですが、毎月１回の校園長会等で、

または緊急を要する場合には臨時の会議を開

きまして私の意思が徹底いたしますように鋭

意努力してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 先生のケアを、先生が子供

たちと接することによって図るとかおっしゃ

ったと思うんですが、子供たちは先生から学

校からサービスを受ける立場でありまして、

もちろん接する中でそういうことがあり得る

ということは理解をしますけれども、先生は

あくまでも子供たちに対しては教える立場で

ありますし、子供とか親の立場にしますとサ

ービスを受ける立場でありますので、今おっ

しゃったことが私はちょっと腑に落ちません

というか理解できませんでした。子供たちと

接して先生が休養するというのはちょっとお

かしいんじゃないかと思うんですけど、お答

えください。 

 それから、授業時数を確保するというの

は、授業の週何時間というのを確保して、そ

れで子供たちと接することによって教師のケ

アを図ろうとされてるという意味なんでしょ

うか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 
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○教育長（寺田寛文） 教師は子供と接して

いるときが一番心のケアになります。子供が

元気であれば先生は元気になります。その元

気の出るように子供と接する時間を多くする

ことによって先生は心が十分ケアできると考

えております。そのために会議を少なくす

る、行事を少なくする、そういう意味で子供

と向き合うというような時間、または子供と

向き合うということは、子供の後ろにおる親

と向き合うということにもつながってきま

す。そうすると、親の願いというものも先生

のほうに教師のほうに伝わってくると。そう

いう意味で、子供、親というような三者が一

つになれば教師の不安というものが解消さ

れ、心の安らぎができてくるんじゃなかろう

かなあという意味でございました。 

 以上でございます。 

（服部千秋議員「授業時間数」の声あ

り） 

 あ、授業時間数は一応確保はできておりま

すが、やはり学力向上というものをかんがみ

ましたら、より学力が、ついていけないとい

うような子供に対して教師はその辺でもう少

し時間があれば子供と接して、もう少し学力

を上げられるなあというようなことが図れる

んじゃなかろうかなあと思います。そういう

行事等を精選することによって、会議を精選

することによって、そういう意味での授業時

数を確保していこうと…… 

（服部千秋議員「先生のケアを図る」

の声あり） 

 そうです。そういうことです。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 今、教育長が答えられた点

はちょっと私の認識とは違います。先生方の

中で、もう教室に行くのが大変だから、例え

ば大分前ですけど、車の中に先生が閉じこも

ってしまって教室に行かないとか、そのよう

なことも聞いたことありますが、ニュースだ

ったかもわかりませんが、そういうような場

合に、今教育長がお答えになったのは、子供

と接することによって先生がヒーリングをさ

れていってというようなことなんですが、そ

こまでいかないような先生がおられて、兵庫

県でも、正確な数字は今覚えておりません

が、前教育長にも教育長室で聞いたりとかい

ろいろしておりますけども、そういう先生が

実際いるんですね。ですから、そういう先生

をどうされるかということを聞いてるので、

教育長が今お答えになったのはちょっと軽く

その先生の症状、症状という言葉がいいかど

うかは知りませんが、その先生の状態です

ね、思っておられるのではないかと。実際は

そうでない先生方がおられて、しかしながら

子供たち、親にしたら教育というサービスを

提供してもらいたいわけですから、そういう

ことが、これも本当に大変難しいことです

が、ないようにどういうふうにしようと思っ

ておられますかということをお伺いしたの

で、多分深刻さの認識度が私と教育長では違

うかと、聞いていて思うんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。問

題のある、課題のある教師はどの時代もある

わけでございますが、今の時代にはやはり、

何度も繰り返しますが、子供と教師の触れ合

う時間が、向き合う時間が少ないがために教

師の指導力が徹底しない、または保護者に徹

底しないというようなことで精神的な重荷に

なっている教師が多いというようなことを聞

いております。また、車の中に、おりられな

い教師というようなこともあろうかと思いま

す。それも学校だけの原因か、それとも家庭

的な原因か、地域とのトラブルか、いろんな

ところの原因があろうかと思いますが、そう

なれば管理職はその専門医と相談しながら、

そして勤務時間等を相談しながら、それぞれ

のその教師に対する現場復帰に鋭意努力をし

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 私が思っておるのとちょっ
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と違うような、違うようなというか、感じを

受けるんですけど、私あえてここでこれを質

問させていただいておりますのは、もうぜひ

とも本町の教育を今まで以上にいいものにし

ていただきたいと。そのためにこの職につか

れたわけで、学校が本当に活力あるものとな

るように。私は子供たちにとって本当にいい

学校であったり園であったりしてほしいなと

本当に思ってます。 

 私も以前教員の経験がありますけど、公立

にいたときなんかですと、私立におった経験

もありますけど、どうしても先生、皆さんは

どうか知りませんが、私自身の反省を込めて

申しますと、どうしても先生の立場でという

か見てしまうというところが自分もありまし

た。これは反省してます。本当に子供たち

が、私はあのときよく怒ったけども、本当に

子供たちが満足してくれていたのかなという

ようなことは、この年になって自分も子供が

いて本当に考えさせるところであり、教えて

た学校の同窓会があったときに生徒たちに対

して、よう怒って申しわけなかったなあとい

うことは言いましたけど、子供たちがそのと

きに、そのときというか今満足して、また有

意義でというふうなことになるために校長

も、また先生方も、周りの者もやっていくべ

きではないかと私は思ってます。だから、本

町の教育をぜひともよりよいものにしていた

だきたいと、そういう熱い熱意を持っていた

だいて、教育長の任に当たられて、この町の

教育を日本で一番いい地方公共団体の教育に

なるという、しようと、そういう気持ちを持

って取り組んでいただきたいと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 じゃ、終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 じゃ、３番公明党中島貞

次、通告に従って質問いたします。 

 まず第１点目、いじめの問題についてお伺

いします。 

 社会全般に人権意識の高揚が図られ、弱者

へのいたわりを含めて、人権を尊重する考え

方が広がってきたように思います。その基礎

となるのは、ご存じだと思います、日本国憲

法第11条、国民はすべての基本的人権を妨げ

られない。この憲法が保障する基本的人権

は、侵すことのできない永久の権利として現

在及び将来へ国民に与えられるとか、第13条

に、すべて国民は個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法

その他の国政の上で最大の尊重を必要とす

る。このような憲法の精神を反映して現在の

教育基本法や児童憲章が制定されたものと思

います。 

 しかし、この憲法や法律、その精神と裏腹

に、いまだにいじめは後を絶っておりませ

ん。最近も、あるご父兄からもいじめの相談

を受けました。いじめに悩む子供や家庭がな

かなかなくならない。強い者が弱い者に対し

て恫喝、おどし、ののしる、あるいは暴力を

振るうなど、精神的、肉体的迫害をかけるな

ど、その方法はこそくであります。また、子

供は大人の目に見えないところで集団的行動

に出たりしております。その結果、被害を受

けた子供さんはＰＴＳＤ、心的外傷後ストレ

ス症候群や、あるいは恐怖感、不信感、やが

ては不登校になっていってしまっておりま

す。 

 ここでお尋ねしますが、このような現実を

小・中学校で把握しておられるのかどうか。

昨年度の実態をお伺いしたい。 

 ２点目として、そのいじめられた側、被害

者及びその家族に対してどういうふうに措置

をされておられるのか。 

 ３点目、いじめの加害者に対する指導はど

うしているのか。 

 ４点目、今後いじめをなくす方策としてど

うしていくのか。 

 以上の点についてお伺いいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい
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ただきます。 

 いじめとは、弱い者に対して個人または集

団で意識的に、精神的に、あるいは肉体的な

苦痛を与えることであり、いじめられた人は

想像もできないほど深い悲しみを味わうこと

になります。発見しやすいいじめとして、金

銭の強要や傷害を与える暴力などの問題行動

によるもの、発見しにくいいじめとしては、

遊び、からかい、無視、いたずら、ふざけな

ど、行動として認識しにくいものでありま

す。 

 いじめを許さない学校づくりとしまして、

いじめの早期発見、早期解消に全力を尽くす

ため、全教師が問題の重大性を認識し、学校

全体が一致協力する体制を、毅然とした指導

を行い、親身に指導していくことでありま

す。 

 この問題には、教師の役割、子供たちの役

割、家庭での役割、地域での役割の連携した

取り組みの重要性とカウンセリングによる充

実であると考えております。 

 １の問題行動、いじめの件数ですが、昨年

度、小学校ではゼロ件、中学校では５件とな

っとります。 

 ２番、３番の措置及び指導ですが、被害

者、加害者とも状況把握の調査、原因の究明

による報告や学校での指導、家庭訪問による

継続した指導により対応しているところでご

ざいます。 

 ４の方策につきましては、教師と子供、子

供同士の信頼関係を深めることが大切である

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今、ご報告いただきまし

た。 

 まず、その中で感じますのが、まず一つの

精神的なというか、一つの思想として、教師

も、各家庭のご父兄も、子供も、それから地

域の方々、当然この三者連携して取り組むわ

けですけども、その考え方の一つとして、い

じめた場合は、いじめたほうが絶対悪いとい

う、そういう思想、考え方をやっぱり徹底す

べきだと思います。 

 最近ある教育評論家が言うてました。最近

でもないです。前々からそういう話はありま

す。いじめられたほうにも原因があるんだ

と。だから、いじめたほうばっかり責めるん

ではないと。そういう、何というか腹立たし

い発言がありました。いや、絶対そうではな

いと。今の大人の社会を見ても、ＤＶあり、

家庭内暴力あり、夫婦間のいろんな問題があ

ったり、社会的な大人のいろんな暴力の問題

とか出てきております。それらはすべて相手

の人権を無視したすべての行動、行いがその

根底になってると考えられております。それ

ゆえに、それを大人たちだけで人権教育や人

権を大切にすると訴えても仕方がないわけ

で、子供の時代から、その人権教育、相手の

心を思いやる、相手の命、生命を尊重する、

そういう精神、教育が絶対必要だと。それに

伴って親に対する教育も案外必要だと考えて

おりますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。お

っしゃるとおりでございます。いじめるほう

は、いじめは犯罪でございます。いじめは絶

対に悪うございます。今、次長のほうから言

いましたように、早期発見をすることが何よ

りの解決方法じゃなかろうかなあと思いま

す。早期発見するには、やはり教師と生徒・

児童・幼児ですか、その信頼関係がなければ

なかなか、いじめは見えにくいところで起こ

っております。ちょっとした心の変化、また

は行動の変化を見逃さない教師の指導力も必

要じゃなかろうかなあと思います。教師もそ

ういう面で絶えず研修を積みながら、また保

護者との連携をとりながら、それを身近なと

ころのいじめというのを発見し、そして解決

していくというようなことをしていかなけれ

ばならないんじゃなかろうかと、いつも考え

ております。 

 また、子供は指導しなければ、これがいじ

めであるということがわかりません。ですか
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ら、小さければ小さいほど、これがあなたは

いじめたんだと、これは悪いんだぞというよ

うなことをきっちりと指導して、そして保護

者にも連絡すると。そして、家庭と本人と学

校とが同じ意見を持って指導していくことが

最大の指導になるんじゃなかろうかなあと思

います。それには必ず連携というもの、コミ

ュニケーションというものを欠かさず、この

連絡等をしながら子供を見守っていくという

ようなことがいじめをなくす学校園、地域に

なるんじゃなかろうかなあと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。今

の教育長の発言を受けまして大変心強く思い

ました。 

 実は、私の子供もいじめを受けておりまし

た。小さいときから大きいときまで、例えば

保育園に行っていた子がどうしても、いじめ

られてもう保育園行くの嫌やということでほ

かへ変わりました。また、別の子ですけど

も、小学校６年のときにいじめに遭いまし

て、３カ月間不登校になりまして、卒業式だ

け参加しました。最近も、中学生ですけど

も、同級生がどうしてもクラブの先輩からい

じめを受けたりするという場合もあります。

そういう意味で、いろんなところで結構ある

ものです。そういう意味で、私は一つの方策

として、絶えず教師と、学校では教師と子供

しかいませんから、教師と子供とコミュニケ

ーションをとる、信頼関係を結ぶということ

がやっぱり大事だと考えております。そうい

う意味で、先ほど言われました少しの行動、

少しの体の変化、表情の変化を素早く的確に

見きわめる。そこで、あら、ちょっとふだん

とはちゃうなあというところをやっぱりぜひ

見つけてほしいと、そういうふうに要請した

いと思います。 

 そしてもう一点、いじめられた側から考え

る、いじめた側の親の立場。どういうものか

といいますと、こういうことでしたよと相手

の親に直接電話します。ところが、親は、え

っ、そんなんですかと、全然知りませんと、

まさか自分の子がいじめをするとはと、そう

いうふうな状況でなかなか、いじめられた側

の親は実際に被害を受けてますからわかりま

すけども、いじめた側の親というのは案外わ

からないものです。そういう意味で、やっぱ

りご父兄の方にも、そういういじめというの

は結構目に見えないところであるんですよと

いうことをやっぱりこれからいろんな場を通

じて、ＰＴＡもありますし、やっぱり啓発し

ていただきたいなと、そういうふうに考えて

おります。その点についていかがですか。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） そのとおりでござい

ます。これは、いじめる側、いじめられた側

の二者だけの問題じゃございません。世論と

し、全体の地域とし、それが高まらなければ

やはりこれはなくならない問題じゃなかろう

かと思います。絶えずその学習の中で、また

は講演の中で、また保護者等々の中で、この

いじめについて話題を提供し、または情報を

提供し、そしてみんなで考えていく、こうい

う姿勢を絶えず持っておかなければ解決する

問題ではないと考えております。再度繰り返

しますが、いじめは犯罪でございます。そう

いう認識で地域の方または全体が取り組んで

いくという、そういう発想のもとでアンテナ

を高く持っておく必要があると思ってます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 大変ありがとうございま

す。 

 今後とも生徒たちの未来に対して、例えば

学校時代にいじめを受けた、それによって将

来の人生が大きく変わる場合があります。私

の知っている人で、これは子供からのいじめ

ではありませんけども、学校の先生の態度の

あれによってＰＴＳＤにかかり、中学も変わ

り、中学行っても不登校になり、今はちょっ

と最近の状況聞いておりませんが、少しのい

じめやそういう体験が将来にわたって大きく

その子の人生を左右するという非常に大事な
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義務教育期間でありますんで、今後ともまた

教育行政に全力で取り組んでいただきたい

と、これは要望でございます。よろしくお願

いいたします。 

 次、２点目に移ります。公民館のバリアフ

リーについてお伺いします。 

 今日、ユニバーサルデザインも大変普及す

るようになりました。高齢者や障害者の方が

公共施設へ出入りがしやすくなってきた感が

あります。 

 ところで、太子町内の公民館等では各種講

座が頻繁に開かれております。特に多くのお

年寄りが参加されているのを見ております。

これは絶好の生涯学習の場であると、そうい

うふうに考えています。しかし、私も時間と

余裕、時間があれば石海公民館学習講座や南

総合センター、人間の生き方講座にも出席し

ております。そのときにちらっと話を聞きま

すが、どうしても２階の大きい部屋で開催さ

れるわけです。そのときに、どうしても階段

しかないわけです。だから、不便そうに手す

りを持って一歩一歩と上がっておられる様子

を見ます。その中には、もう来んとこかと、

もうやめよかと、行くのん大儀やなあという

声も聞きます。これからますます高齢化社会

が進む中で公民館を利用するお年寄りは増え

る一方、その２階への、１階に料理教室とか

そういうできる施設ありますから、別に１階

はさほど問題ではないと思うんですけれど

も、２階へ上がりおりは何とかできないもの

かと考えております。一番にすぐ思いつくの

はエレベーターであります。それがあれば足

腰の弱くなった高齢者であっても、車いすの

方でも２階へ上がることができるわけです。

これからの時代を考えますと、高齢者の方の

そういう視点で、見方で行動する必要がある

のではないでしょうか。その点についてご意

見をお伺いします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 公民館のバリアフリーについてでございま

す。 

 近年においてはノーマライゼーションとい

う概念がよく語られるようになりました。そ

の実現のためにも各公民館につきましては、

福祉のまちづくり条例に基づき、スロープ、

手すり、トイレ、点字ブロック等の整備に努

めているところでございます。ご指摘のよう

に、このほかエレベーターの設置が望まれる

ところで、十分認識は持っているところでご

ざいますが、構造上の問題や既存の不適格部

の改修など大規模な工事が必要となります。

工事中の利用制限等も生じるため、今後利用

状況、施設の規模等を考慮し、大規模改修、

耐震改修なども視野に入れながら今後検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 今言われましたように、ス

ロープとかのバリアフリーデザイン、いわゆ

るユニバーサルデザインも非常に普及される

ようになってうれしい限りでありますが、エ

レベーターの設置ですね、何とかして早く、

言う前に考えておりますが、やっぱり中央公

民館ですか、耐震化の問題もありますし、ど

うしても、もともとエレベーターのない建物

ですから、そこへつけるとなると相当の規模

になると思います。それは承知しております

が、やはり今後の方向性としてはぜひともエ

レベーターの設置は必要であると、そういう

ふうに判断しておりますんで、またこの点、

今の次長の答弁で一応考えておられるという

ことなんで、またよろしくお願いいたしま

す。 

 続いて３点目です。緊急メールについてお

伺いいたします。 

 現在は携帯電話の時代であります。各家庭

に複数台あり、必需品になっております。そ

の携帯電話も使い方によっては非常に便利な

ものであります。私は今防犯メールに登録

し、網干及びたつの警察署管内で起きた事件

をメールで配信してもらっております。特に

最近多いのが網干管内で下半身露出事件、こ
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れが早朝によく起きております。早朝といい

ますと、どうしても児童・生徒の通う通学時

間帯であります。これがいつ太子に来るとも

限りません。そういう意味でちょっと危惧し

ております。しかし、警察に直接登録してい

る方は別として、学校からのそういう緊急メ

ールは太子町では現在行われていないのが実

情であります。他市町では既に実施して大変

ご父兄にご好評だということを聞いておりま

す。学校からの緊急連絡がメールで早く情報

入手できます。各クラスには電話連絡網があ

りますが、電話をしていると時間結構かかり

ます。それから、最終確認も必要ですんで、

一番最後の方は一番最初の方へ電話してくだ

さいとか。もし不在であればもっと時間がか

かります。そういう意味で、メールであれば

時間も場所も関係ありません。どこに、北海

道にいようが、仕事先で遠いところ、大阪に

いようが関係ないわけです。そして、時間、

夜遅くてもメールだと緊急な場合入ることが

できるわけです。そういう意味で非常に便利

なわけです。その実現を町として考えてみて

はどうかと思います。今現在議員にはいろん

な、委員会の行事とかということでメールが

どんどん入ってきております。メールといい

ますと、例えば教育委員会の管理課のパソコ

ンから一斉に各Ｅメールへ送信すればそれで

済むわけですから、費用的にもそんなにかか

らないと考えております。ＵＲＬで登録すれ

ばオーケーなわけです。特に急に学校が休み

になりました、あるいは学校の行事を、それ

以外にも学校の行事をお知らせしたり、不審

者情報を流したり、あるいは中には学校から

の連絡が何らかの手違いで親が知らないと、

子供が渡さないという場合もありますでしょ

うし、渡したけども、その紙どこ行ってしも

うたかわからなくなったと。ところが、メー

ルであれば、消さない限りもつわけですか

ら、それで便利だと、そういうふうに考えて

おりますが、教育委員会としてどういうふう

に今後されるか、お考えをお聞きします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 緊急メールについてでございます。各学校

施設における連絡体制の手段として連絡網、

今現在では電話でございますが、それぞれ整

備されているところでございます。今回の新

型インフルエンザの対応についても電話によ

る連絡網で行っております。新聞報道では携

帯のメール配信が効果を上げ、システムを活

用する学校が増えていると、そして緊急の連

絡が短時間にでき、迅速性のある有効な手段

としての内容でございましたが、学校での携

帯緊急メールの活用につきましては、今後い

ろんな角度から研究はしていきたいと。以前

にも学校でそういうＰＴＡとの連絡会議の中

でたびたびそういう話題は上がっとるようで

ございますが、まだそこまでは必要性は感じ

てないというようなことで立ち消えといいま

しょうか、まだそこに至ってないのが現状で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 メールというのは非常に便

利で、昨年地域の子供会の会長させていただ

きましたが、すべて各隣保の担当の母親に対

してメールで連絡しました。いついつ何々が

ありますと、また緊急で、この日寄ってくだ

さいとかというふうにして。だから、母親は

働いている場合も結構あるわけです。夜働く

人もありますし、昼間不在で働いている場合

もありますし、そういう意味でこのメールと

いうのは非常に便利な代物です。そういう意

味で、費用的にもそんなにかからないと思い

ます。あとはシステムの問題で、どういうふ

うにするかというたらそれだけの問題ですん

で、これもＰＴＡからもそういう要望があっ

たということ今お聞きしましたんで、今後と

もさらに、少しでも早く、今回の新型インフ

ルエンザのような場合もありますんで、これ

からの時代、ある人が言われました、何が起

きるかわからない時代だと。新型インフルエ

ンザもそうですけども、そういうこれからの
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時代だという意味で、何が起きても即座に対

応できる、そういうＥメールだと思うんで、

今後ともさらに普及啓発をよろしくお願いし

たいと思います。 

 最後に、その決意だけ、次長、お願いしま

す。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この問題につきま

しては一度検討をしていきたいというふうに

考えます。よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 続いて４点目ですけども、

今度は学校の芝生化についてであります。き

ょうは教育委員会関係ばっかりで申しわけあ

りませんが、ほかの部長さんはゆっくり聞い

といてください。 

 地球温暖化は歯どめが現在かかっておりま

せん、なかなか。京都議定書の効力を現実の

ものとするべく省エネ家電やエコカー、エコ

スタイル等々行われている中で、今全国的に

注目をしているのが学校の芝生化でありま

す。当町の上田議員からもご指摘があったと

思います。ご存じかと思いますが、校庭を芝

生にするということであります。古い頭には

当然考えられない、そういう発想でありま

す。 

 政府の新たな経済政策にはスクール・ニュ

ーディールが掲げられております。文部科学

省はＰＴＡ、地域、ＮＰＯ団体等と連携し、

芝生の維持管理を促進することで地域との連

携が進むことを視野に入れているということ

で、大阪府でも橋下知事が今検討に入ってい

るということを聞いております。 

 全国で現在165カ所で学校の芝生化が行わ

れております。その利点として、１つは地球

温暖化に歯どめをかける効果。それから、ヒ

ートアイランド現象を防ぐ。また、視覚的な

効果、目にいいということですね。それか

ら、地面からの太陽の照り返しがない。ま

た、学校での事故防止に役立つ。あるいは、

緑、緑な、新鮮、フレッシュということです

けども、効果があるなど効能は多く期待でき

るわけです。スクール・ニューディール政策

の一環としての芝生化についてお伺いしま

す。 

 １つは、鳥取県でも低価格で実現していま

すが、その考えについて問います。 

 ２点目、また予算が問題であれば、モデル

校を選び実施してみてはどうかと思います

が、以上の点よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 学校の芝生化についてでございます。これ

につきましては、いろんな効果や課題もござ

います。事業効果としましては、事業の実施

校では、ただいま議員のほうから言われまし

た、子供たちの変化としましては、芝生の感

触を肌で感じているとか、外で遊ぶ子供が増

えたとか、転んでも安心であるとか、けがが

減ったとか、遊びの場が広がるとか、精神面

では、緑が目に優しいとか、落ちつく空間が

できたと、学校の潤いの雰囲気がする等、い

ろいろとあります。環境の変化では、トンボ

や鳥が園庭に増えたとか、目に優しい、砂ぼ

こりが非常に少ない、土砂の流出被害が減っ

たとか、いろいろとございます。 

 また、課題としましては、維持管理に人手

と時間がかかる、児童数により芝生の傷みが

非常に激しいとか、芝の養生の期間、遊び場

の確保どこにするんかと。人手、経費におい

て設置後の維持管理の不安があるとか、芝の

管理の専門家がいないとか、芝生化について

問題は、全面的にするんか、一部にするんか

とか、いろいろ今後研究していく課題がある

というふうに認識いたしております。非常に

ここら辺でいわゆる芝生というても管理の問

題、経費の問題、そこがネックであろうかと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 先ほどの質問の中で鳥取県

の場合をちょっと言いましたが、鳥取県につ

いては調査されましたかどうか。 
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○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） それについては調

査をしてないんですけども、全体的に今申し

ましたように実施校の事例、こういういいと

ころ、メリット、デメリット的なところがあ

るというところで判断をいたしておりまし

た。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 鳥取市議会に我が党の議員

が、桑田議員というのがおられるんですけど

も、その方は、鳥取方式というのは1,000平

米で５万円以下、植えつけですね。だから、

およそ300坪ですか、300坪が約５万円以下で

済むと。これ50センチ間隔で植える、高麗芝

じゃなしにティフトン芝ですね。ポット苗で

すから、こう植えていくと、べたべた張りつ

けでなしに、こう植えていくという感覚です

ね。これ、あくまでも専門業者要らないとい

うことを聞いております。これは子供や地域

の人が一緒に校庭づくりに参加できると。強

い芝で、植えた後すぐ使えるということで

す。普通の高麗芝であれば、張りつけてもや

っぱり一定期間置いて根をつかすまで使用で

きないわけですけども、この芝の場合は植え

たらすぐ使えるということです。２カ月半で

全面芝生になるわけですから。それで、しか

も車もオーケー。普通の芝であれば車を乗り

つけますと当然傷みます。だめですね。除草

剤と農薬は一切使わない、そういう芝です。

維持費は年間、小学校で大体二、三十万円プ

ラス水道代ぐらいというふうにありました。

環境面では、今次長も言われてますけども、

例えば土ぼこりはしない、水たまりはない、

当然二酸化炭素、ヒートアイランド対策、景

観もよい。こんな声もあります。例えば夏の

気温が一、二度下がった。これは現実なわけ

です。ただでさえ最近は暑いな暑いな、もう

昔に比べてごっつい暑いなあ言われとんの

に、逆に一、二度気温が下がったという効果

もあるわけです。先ほど次長が言われまし

た。子供の外遊びが1.5倍に増えました。例

えば５年の男女が、50メートル走が１秒速く

なりました。これはすごいことなわけです。

0.2秒、0.3秒は速くなっても、１秒も平均で

速くなるというのは、やっぱり外遊びの効果

が大事なわけです。人間が非常におおらかに

なったなどなど大変好評なわけです。また、

一説には、大リーグ、ヤンキースの松井選手

が手首を骨折しました。あれは小さいときか

らの芝生のスライディングの仕方を体が覚え

ていないと。どうしても芝生でないと、土の

上でスライディングするというたら怖いです

から、当然すりむきますから、そういう癖が

ついていない。芝生ですと別にスライディン

グしようが何しようが滑るわけですから、け

がもしないと。という意味で、そういう土の

グラウンドになれているがために松井選手も

複雑骨折をしたんではないかというふうに、

大リーグの選手はもともと芝生ですからスラ

イディングしようが何しようがなれとうわけ

ですけど。というふうに考えられとうわけ

で、そういう意味でひとつ、鳥取市の場合の

例を参考にしながらでも今後やっぱり地球温

暖化という大きな観点から考えると、２点目

の問いにもありましたけども、モデル校を一

つ選んでひとつ設置してみてはどうかと、そ

ういうふうに考えますが、いかがでしょう

か。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 今いろいろとヒン

トなりいただきましたので、一度そこら辺に

つきましては研究をしてみたいというふうに

考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 今、全国からその鳥取市へ議員団がいっぱ

い来て視察調査をしておるということです。

この間も茨城県からわざわざ鳥取市まで来た

りとかというふうにして、結構調査して話題

になっとうわけです。そういう意味で、今後

また考えていただきたいと思います。 

 そして、これがやがては、先ほどの一番初
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めに戻りますけども、いじめの効果にもやっ

ぱり一つ機能するんではないかなと考えてお

ります。 

 最後にですけども、今何点か述べました事

業については当然財政面でお金が要るわけで

すけれども、国の21年度１次補正予算で地域

活性化・経済危機対策臨時交付金、総額１兆

円が交付される予定になっております。太子

町にも１億1,500万円ぐらいが交付される見

通しと伺っております。要望ですけども、有

効活用に努められ、新たな事業展開をお願い

して私の一般質問を終了いたします。ありが

とうございました。 

○議長（熊谷直行） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 １番井川芳昭、通告に従い

まして一般質問をいたします。 

 一応、太子町教育長の人事についてという

ことで質問になるんですが、このたび新任の

寺田教育長におかれましては、この職歴を見

ますと数々の職を歴任されて、このたび太子

町教育長という重責につかれて感慨深いもの

があろうかと思いますが、よろしくお願いい

たします。先ほども教育長は新任においてで

緊張されておるというふうなご発言もあった

んですが、私も半分緊張しておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 太子町の教育長の人事についてということ

でですね。このたび圓尾教育長の後任に寺田

教育長が議会のことでは賛成８、反対７とい

うことで、教育委員になられて教育長に就任

をされましたが、この結果を踏まえて、教育

長、率直にどう思われておりますか。 

○議長（熊谷直行） 井川議員、この質疑の

趣旨は、後任が太子町にはいなかったかとい

う質問ですよね。考え方については今さっき

寺田教育長はほかの２名の方に十分答えられ

てると思うんですけども。答えられてなかっ

たら教育関係が答えていただいたらいいと思

うんですけども、既にもう答えていただいて

ると思うんで、ちょっと本来の通告の趣旨に

従って質問していただけますか。 

○井川芳昭議員 じゃ、それじゃまた言わさ

せていただきます。 

 それでは、教育長のことですからね。太子

町の住民はいつも、圓尾教育長のときから、

なぜ教育長はたつのの、揖保川町の方です

か、にしてもらわないといけないのかという

ことがもう常々これ言われておりまして、今

回圓尾教育長がおやめになられるということ

で、今回は太子町の方が選ばれるのでないか

というなことを望まれておりましたんです

が、結果はまた寺田教育長、揖保川の方とい

うことで、これに対して当局のほう、教育長

は太子町の方になっていただきたいというよ

うなお気持ちはございますか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、人事案件の一つ

でございます。我々そういうこともいろいろ

と考えますが、この今時の教育長人事におき

ましては、やはり人物的に、どなたがいいだ

ろうと、いろいろと検討また吟味する中で寺

田教育長が適格者であるということで、私ど

もこうして議会で同意いただいたというとこ

ろでございます。その点はご理解お願いした

いと思います。 

○議長（熊谷直行） 井川議員。 

○井川芳昭議員 いろいろと人策も大変だろ

うと思いますが、できるだけ住民の方々が、

太子町にもいろんな、さまざまな有識者の

方、また学識者の方がおられるというふうに

私も聞いておりまして、私もまだ若いですか

ら、どれだけの方がおられるのかというよう

なことは詳しくはわかっていないわけでござ

いますが、できるだけ教育長というのは太子

町の方でという要望がございましてね。私が

思うに、当局は探されたことというんです

か、どうしてもこの太子町の中で探そうとさ

れたことっていうのありますか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、探す探さんとい

うことではございません。我々もいろいろ

と、人の配置でございますので、十分に精査
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した中で考えさせていただいたというところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 井川議員。 

○井川芳昭議員 それでは、質問になるんで

すが、教育長っていう方っていうのは、どの

ような資格とかキャリアがあればなれる仕事

なんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、教育長さんの資

格というのは、別にどうであるという資格

等々は特に関係ございません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 井川議員。 

○井川芳昭議員 現に寺田教育長は平成18年

から21年３月まで東中学校の校長先生をされ

ていたというのは私も承知しておりまして、

同僚議員の話を伝え聞くところで、平成20年

４月にですか、たつの市のほうの学校から本

町の太田小学校のほうにご子息の、息子さん

ですか、この方が太田小学校にかわってこら

れているというような話も聞きまして、私は

この話聞いて、ああ、そんな近くにこんな方

がいられたのかというふうな話を聞いてびっ

くりもしておるんですが、こういったことが

本当に何か余りにも倫理観がないのかなとは

思うんですが、その点についてどう思われま

すか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、この一般質問の

中でそういう質問はいかがなものかと、この

ように思います。私自身は、この今の教育長

さんに就任していただくのに適格であるかど

うか、それを判断させていただきましたの

で、その点ご理解お願いします。 

○議長（熊谷直行） 井川議員。 

○井川芳昭議員 寺田教育長って言われる方

はですね、あの、まあ……。じゃ、やめてい

いですか。 

（桜井公晴議員「やめんでもええが

な」の声あり） 

（北川嘉明議員「続けんかい。続けた

らええんや」の声あり） 

（嶋澤達也議員「まあゆっくりしたら

ええがな。ちょっと質問の通告簡単に

書き過ぎたから。通告になかったらあ

かんというて言いよってんやから」の

声あり） 

（副町長八幡儀則「品位ある質問して

いただいたほうがいいと思います」の

声あり） 

（北川嘉明議員「質問続けたらええや

んか」の声あり） 

 寺田教育長におかれましては、これも伝え

聞く話ですが、前任者の圓尾教育長とかなり

親しい仲にあられたという話も聞きました。

それについても、こういうことがあったりす

るのかなというふうに私も疑問符を投げかけ

るわけですね。その中で、これプライバシー

の問題でもあるので非常に私も言いにくかっ

たんですけども、私がちょっと聞いて腹が立

ったのは、今年の太子東中学校の卒業式なん

ですけど、かなり厳粛に行われて、この話は

福祉の委員会でもお話をしたと思うんですけ

ども、太子東中学校の卒業式のときに卒業生

一人ひとりが名前を言われて、一人ひとり立

ってあいさつをしている状況にあったんです

けども、私が静かに見ていると、名前を呼ば

れても立たなかった生徒というのがおられた

ような気がしまして、あれ、名前だけなのか

なというようなこと思いまして、そのとき見

間違えなのかなと思いましたけども、後でＰ

ＴＡの方にそんな話をしたら、いや、それは

いじめられて二、三人の方が来られてなかっ

たんやということで、一人の方は夏休み終わ

ってから卒業式に至るまで学校に来ていない

ということで、そんな方がおったのかという

ふうに話を聞いたんですけども、その中でそ

のいじめられてる、いじめている側の子は大

体目星がついてわかっているんだというよう

な話も聞きまして、一番ひどかったのは、そ

の話の中で、女の子が教室の中から……。 

○議長（熊谷直行） 井川議員、これあくま

で一般質問ということをご理解された上で質
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問…… 

（上田富夫議員「そんなこと言うな

ら、おまえ、答弁、おまえ、わしに対

してせなんだことについてもっと責め

んかい、ほんなら」の声あり） 

 何を。 

（副町長八幡儀則「質問の要旨から全

然外れてもとうやん」の声あり） 

 はあ。いや、だから、それを、あくまで一

般質問ですから、質問の趣旨を踏まえて質疑

してくださいね。だから…… 

（桜井公晴議員「だから、いじめがな

かったんかということで聞いとんや」

の声あり） 

 そう。いや、だから、それを質疑として発

言してください。続けてください。 

○井川芳昭議員 じゃ、続けますね。 

（副町長八幡儀則「だから、質問の要

旨とは外れてるのは意味ないやん」の

声あり） 

（桜井公晴議員「そういうことと違う

がな」の声あり） 

 そのときに、話を続けますが、教室の中で

家のかぎをとられたというようなことがあっ

て、警察が中学校に来ていたという話を聞き

ました。それで、教育委員会もそんなことが

あったということを聞いておるかという中

で、そのとき教育委員会は聞いていないと。

そんなことも報告していなかったのかという

ことでですね。その当時の校長先生はたまた

ま今おられる寺田教育長だったんですがね。

それについても、何でこれを報告していなか

ったのかというようなことで、こういった方

が僕は適任者かどうかわからないんですね。

先ほども寺田教育長がＰＴＡとの信頼関係と

か、そういうことも言われてました。それを

聞く中で、ちょっと違うんじゃないかという

ふうに思うんですけども、その辺、寺田教育

長、どうお考えですか。 

○議長（熊谷直行） いや、これはね、あの

…… 

（桜井公晴議員「町長、町長に」の声

あり） 

 ええ、町長に聞いてください。 

（桜井公晴議員「適任者かどうか言う

とんやから」の声あり） 

 そう。だから、勝手に指名しないで。 

 じゃ、町長、答弁お願いします。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 この件につきましては今いろいろと言われ

ておりますが、やはり私はそのときはそのと

きで最善の策を尽くされたと、このように思

うところでございます。議員のほうも今こう

いうふうに聞いたとか、そういう話でござい

ますので、どうかと、このように思います

が、私はこの人事においては適正な方を人選

させていただいたというところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 井川議員。 

○井川芳昭議員 先ほどからもいろいろと言

われておりますけども、私も自分がつくっ

て、話をつくってるわけじゃないんで、町民

の声がそうやって出てきたということで、そ

れはいかがなものかなということで話を聞い

ただけでね。私もＰＴＡに入ってる一人です

からね。だから、そういうこと踏まえて、少

しでも風通しのいい、もう少しいい方策はな

かったのかと。ちゃんとした報告をしていっ

てやればもう少しいい方向があったんじゃな

いかということだけ言いたいんです。この人

事に関しても今後、余分な時間になりますけ

ども、人事のことですから総務委員会なり、

この話については福祉委員会で論議していた

だきたいなというふうに要望しておきます。 

 これで質問終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に従いまして一般

質問を行います。 

 最初に、介護保険のあり方についてであり

ますが、この保険の改定、見直しに当たりま
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しては、保険あって介護なしに拍車をかける

ことになると。だれもがお金の心配をするこ

となく、必要に応じて安心して介護を受けら

れる制度への改善こそ必要であると、こうい

うことは再三言ってきたわけでありますが、

その中で新しい要介護認定制度っていうのは

今も国会でも、また各地で問題になっており

ますが、軽度判定を増やして給付抑制をねら

うものだと、こういう批判が相次いでおるの

は事実であります。この認定制度については

見直しがさらに必要だということで、一応形

としては軽度判定をされても元の判定で進め

るというような方向は今のところ答弁でも出

ておるようでありますが、やはりこの制度そ

のものが機械的で、結局給付抑制を行う制度

であると。こういう点でやはり撤回して、本

当に心配の要らない介護制度に見直すべきだ

と思うんですが、その後の経過と取り組みに

ついて説明を求めます。 

 それから、制度は、お金の心配をせずにい

つでもだれでもが必要に応じて安心して受け

られると、これが本旨だと思うんです。その

点が担保されたり確保されたりしてるかどう

か、これも検証が必要でありますので、ここ

で伺っておきたいと思います。 

 それから、従前の認定者が新のこの認定制

度によってどう変わったか。これは毎月、要

介護の認定者数等の報告を受けているわけで

ありますが、これまでとどこがどう変わっ

て、認定者の状況が変わって、またそれをど

う補完ができるかということについて説明を

求めます。 

 そう言いますのは、状態が変わらないのに

要介護度が下がりますと支給限度額が減りま

す。また、サービス利用の継続に大きな制約

が生じてまいります。これらの実態と、軽度

に認定がえをされた者に対する救済等の取り

組みが私は必要だとこう思いますが、それら

の取り組みについて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護保険のあ

り方につきましては、先の定例町議会におき

ましても一部出てまいりまして、ご答弁申し

上げたわけでございますけれども、要介護、

要支援の認定法につきましては今桜井議員さ

んご指摘のとおりの心配がなされまして、国

のほうでも急遽一部修正を行ってまいりまし

た。 

 最後に、この救済等の取り組みのお尋ねで

ございますが、これら含めまして要は経過措

置をもって、俗に言います修正、訂正という

措置が国のほうでなされてきております。今

現在、国のほうでは要介護認定の見直しに係

る検証・検討会が設けられておりまして、具

体には恐らく６月以降となると思いますが、

それぞれの各保険者の新しい認定基準でもっ

ての給付が始まります資料が出てまいります

ところの時期が６月以降ということでござい

ますので、本格的な国での検証はそういう時

期になろうかと思いますが、現在そういった

検討会が開催をされております。 

 この検証期間中の利用者の方々に引き続き

安定的なサービスの提供を可能とするという

ことが国のほうで大きく報じられております

し、桜井議員さんもご承知のとおりというふ

うに思うわけですが、この検証期間中におき

まして、それぞれの市町間において経過的な

措置を行うこととしておるのが、その後の経

過、取り組みでございます。この経過措置の

内容につきましては、今議員さんのほうから

もおっしゃいましたとおりでございまして、

要介護、要支援の更新に係る認定申請者が申

請を行うとき、以前、その前回の要介護状態

を希望する方を対象として、更新結果にかか

わらず前回の介護度を引き継ぐというもので

ございます。 

 次に、本町の実態を申し上げますが、この

検証の開始から５月末日まで、５月末までの

間の更新申請があった方は68人でございま

す。２次判定の結果、介護度が前回より上が

った方が21人、前回より下がった方が８人で

ございました。上がった方21人、下がった方

８人、このうち俗に言います介護度はアップ

しましたが前回のままで介護度結構ですと言
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われた方が４人で、逆に軽度に認定をされた

方が６人の計10人でございます。調査項目の

見直し、今回の見直しによりまして、従前心

配をされておりました、明らかに軽度判定が

低いというんですか、という例は今のところ

本町では明らかにといった著しい例はござい

ません。見直しのこれまでの更新の状況を数

字的に比較をいたしましても、今回68人中、

介護度が下がった方８人、率にしますと

11.8％になろうかと思いますが、一方で平成

20年度１年間の数値を見ますと、全体でこの

下がった方の比率が8.6％でございまして、

この検証期間から５月末の期間は非常に短い

わけですが、それら２つを比較しまして大き

な乖離はないというふうに思います。前回よ

りも介護度が下がった人の中の多くですが、

やはり前回の調査時のときに、ちょうど介護

申請をしなければならない時期でございます

ので、俗に言いますと急性期、体のぐあいで

いいますと急性期、ちょっとぐあいの悪い当

初の時期であった方が、半年を過ぎましての

更新時期には回復期に入られまして、非常に

自立度合いの方向に進まれた方がございます

し、中にはリハビリの効果がございまして、

これも自立の方向に向かわれた方がおるとい

うことでございます。実態等は以上でござい

ます。 

 もう一点、だれでも必要に応じて安心して

受けられるようになったかという検証はどう

かというお尋ねがございましたが、これも介

護保険という大きな制度の中で、今言われま

す必要なサービスで安心した老後ということ

でございますから、いろいろな観点があろう

かと思いますが、全体を通しまして介護保険

の創設の趣旨の方向ではございますが、やは

りまだ完全にといったことからいいますと、

まだ若干これから努力しなければならない点

があろうかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 今、説明がありまして、一

応太子の場合で、いわゆる３月31日現在の報

告によりますと、全体の要支援から要介護５

までの認定申請者というのが857名、前年末

で。そして、４月30日で867人でしょ。それ

で、実際にサービスの受給者の数は、これ

１、２月、あるいは在宅介護、それから地域

密着型の介護、施設サービス、それぞれ今の

データ的には１、２月しか出てないんで、私

はその資料しかないんですけれども、それら

がどういうふうに変わってくるか。基本的に

言えば、認定の度合いによってサービスの利

用継続に影響与えるし、医療で閉め出される

人たちもかなりいるわけですから、そういう

中でこのそれぞれのサービスがより充実させ

られないと介護保険の意味がなくなると、こ

ういうようなことでございますから伺ってい

るわけです。 

 現状が再認定で、受給者の状況というの

は、認定申請者と受給者の状況というのが大

分違うんでありますからわかりにくいです

が、一応より厳しく介護が必要となった人

と、それから軽度に判定された人が８人とい

うことで、このデータ、数字的にはこれであ

りますが、全体の介護保険対象者が、ここま

でいろんなことが言われて、もし自分が介護

を受ける立場になったときに本当に安心して

受けられるんかと、介護保険料だけ取られて

安心できんのじゃないかと。今の年金のこと

じゃないですけれども、そういうことがたく

さんあるわけですから、全体としてやはり介

護保険対象者40歳以上の者が保険料をかけさ

せられているわけですから、そういう安心で

きるような状況が確保されるっていうことが

発信されない限りこの不安は解消されない

と、こういうふうに思うんですね。 

 だから、そういう点での取り組みとして

今、私は本町の施政方針でも、健康でいきい

きと暮らせるまちづくりにおいては、すべて

の住民が住みなれた地域の中で尊重され、毎

日を健康で生きがいを持って暮らせるように

保健・福祉・医療の連携を図り、人に優しい

まちづくりと、これを標榜してるわけです。

だから、この立場でどう、介護保険制度はよ
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り一層改悪される。先ほど言うたように給付

を抑制するっていう方針で今のマニュアルと

かができとるわけですから、これをこのとお

りにさせないという運動が地域でも、また地

域から要求されないといけないと、こういう

ふうに思うんです。そういう取り組みと、そ

れからそのほかの施策ででも補完することが

大事だとこう思うんですが、その点と。 

 それから、今回は一応全国的にも施設関係

者やら、また心配をする向きからも、厚労省

がやろうとしていることに対して、マニュア

ルに対していろんな批判が出てきて、一応は

ちょっと軽度に判定された人が以前の認定を

希望する場合はそれでいいというような形で

経過措置的に言うたけれども、このマニュア

ルは変えようとしてないんやね、今。厚労省

自身は、この検証するけども変えようとして

いないと。今の現状は、内部文書からもそれ

がはっきり出てきて問題になっとると。それ

が不安をより一層助長するような形になって

おると。こういうことですから、もともとつ

くったこのマニュアルそのものが、認定審査

会なんかがきちっと認定をして、そして介護

の必要な人たちの状況をつぶさにつかんだ上

で介護判定を行うと、こういうこれこそ血の

通った取り組みにしないといけないと、こう

いうことで私は言うとんですよ。だから、国

はほんまに、言うとるけれども、一時的には

そうするが、今回言い出したことを変えよう

としてないと。ここが問題なんです。変えな

いと、機械的な判断でさらにサービスを抑制

するような、軽度に認定する仕組みになって

しまうと。これが警鐘が鳴らされていること

だと思うんやね。その点はよく研究をして取

り組むという必要があるから私はしつこく聞

いとんですわ。だから、その点はどう取り組

むかが問題であります。 

 それで今、私は、法律は老人福祉法もあり

ますし、また介護保険法もあるわけです。介

護保険法もどういうふうに、これまでも言っ

てきているのは、やっぱり説得するだけの法

律の趣旨が説明をされてるわけですから、介

護の必要な人に介護を行うということで制度

を発足させてこういう取り組みをしてるんで

すね。この目的は、入浴、排せつ、食事等の

介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管

理、その他の医療を要する者等について、こ

れらの者が尊厳を保持し、その有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができる

よう必要な保険医療サービス及び福祉サービ

スに係る給付を行うというのが介護保険法で

しょ。だから、これがちゃんと地で行かれな

あかんと、そういうことを言よんですわ。そ

やから、そのためにはこれと矛盾するよう

な、これに背くようなこの今回のマニュアル

だと。そうでないわけじゃないんです。だか

ら見直すんでわ、変に。一時的には軽度に判

定したものを前と同じでもよろしいよと言う

たりするというのは、これ自体が問題なんで

す。だから、チェック項目も違いますし、そ

ういう点でよう研究して、やっぱり地域の人

たちが安心できるように行政も働きかけ、そ

れを不足する部分については一般行政で補完

すると、これが私は施政方針などで言ってる

ことを含めて大切なことだと思いますから、

その対応について伺っておきたいと思いま

す。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護保険制度

の趣旨といいますか目的といいますのは、も

う今、先ほどおっしゃったとおりでございま

して、その法の趣旨に沿ってそれぞれ介護保

険がなされておるというふうに思っておりま

す。 

 その検証の結果によるというところなんで

すが、それまでの間とりあえず経過措置がさ

れると。その後は、今私どもが聞いておりま

すのは、その実施状況を把握をし、結果を検

証した上で必要な見直しを行うという厚生労

働省の通知をいただいておるところでござい

まして、その範囲でございます。今後、前回

も桜井議員さんからご指摘がございました

が、やはりより介護保険の趣旨に沿うよう

に、自治体、保険者で特に補完すべきではな
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いかということでございましたんですが、こ

れも前回ご答弁させていただきましたよう

に、自治体の俗に言う介護保険での負担割合

というのが法定で決まっておるということも

ございまして、なかなかそういったことも非

常に難しいということでございます。しか

し、この介護保険の住民の皆さんの注目とい

いますか関心というのは非常に安全・安心の

大きな柱でございますので、今後も実態に即

した認定を行いたいというふうに思っておる

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 時間がいろいろあれですけ

ど、マニュアルのこれ以前から問題で、

2007年９月17日にこんな号令を発しとんや

ね、厚労省が。それで、要介護認定適正化事

業マニュアルと、これは三菱ＵＦＪリサーチ

＆コンサルティング、これがつくったやっち

ゃと、何にもほかがつくったわけではない

と、現実はそうやと。そのマニュアル自体に

は、その理由としてね。こういうことを言っ

てるのは事実やから言うとんですよ。介護保

険はすべからく介護が必要になれば給付され

るわけではなく、保険財政が有限であるから

介護が必要な者のうちの一部に対して給付を

行っているなどと説明をしてですね。財政の

論理からや。財政の論理でしたら介護保険じ

ゃないがな。だから、保険あって介護なしに

なってしまう心配が出てくる。それを当然視

して介護度で抑制を図るように、こういう重

度変更は、変更する理由等を慎重に吟味する

必要があるとか丁寧に言うとうけども、中身

は今までの判定に異論があると、厚労省が。

言って、軽度に認定した度合いを見るという

のは検証の一つになってきとると。ここまで

言われてるんや。内容をですよ。どういうふ

うに経過があるかということを、そういう枠

を着せるような形でやっとるから問題だとい

うことであります。 

 それと、基本的には、前も言いましたけど

も、国は22.8％しか持たへんと、これが一番

問題で、特に年間2,200億円の社会保障関係

費を削減する、そういう中にこれらが入って

るから、また入れて、これらだけは削減しよ

うと、こういう動きの中で住民に負担と犠牲

を強いるという制度になる、さらに傾斜しよ

うとしてるから言ってます。その点は後々説

明、また６月以降にもただしたいと思います

ので、とりあえずこれはここで置きたいと思

います。 

○議長（熊谷直行） 次、入りますね。 

（桜井公晴議員「入ります」の声あ

り） 

 休憩します。 

（桜井公晴議員「はい」の声あり） 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時ちょうどとします。 

（休憩 午後２時48分） 

（再開 午後３時01分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 桜井議員、引き続いてお願いします。 

○桜井公晴議員 次の第２の質問に移りま

す。 

 この太子町の教育についてということで

は、すべて教育長に尋ねるものであります。

それはちゃんと段取りしとってのようですか

ら安心いたしました。それで、教育方針的な

ものは先に６点が説明をされておりますの

で、その点はこういう考えなんだなというふ

うに思います。 

 太子町の教育につきましては、やはり私は

教育基本法の旧法、それから新法それぞれあ

りますが、旧法から新法に変える必要性の問

題では本席でも論議をいたしました。特に教

育基本法の前文と、それからこの法律の１条

から４条に基づきまして、これを基本に実施

されなければならないと、こういう点につい

てどういうふうに考えるかというのが大事な

点だと思うんですが、これ教育基本法それぞ

れを言いよりますと時間もかかりますので、

そちらのほうできちっと踏まえて答弁を求め

ます。 
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 それから、学校教育、これは学校給食を含

むと通告しとるわけでありますが、これは学

校給食法に基づいて行うものであり、いろい

ろあり方については取りざたをされているの

が実態であります。総称して学校教育と思い

ます。 

 それから、社会教育、これも社会体育を含

んでのことでありますが、施設面あるいは体

制面、そして太子の教育を全体として進める

条件面について、太子町の現状をどう見て、

とらえて今後の教育全体の自立のためにどう

取り組むかと、こういう方針を明らかにして

ほしいと、こういうふうに思います。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。桜

井先生のご質問にお答えしたいと思います。 

 教育基本法の件ですが、平成18年12月22日

に施行されて、多分安倍内閣のときだった、

なかろうかなと思います。60年ぶりに改正と

いうことで、相当マスコミ等で報道されたと

いうことも私の記憶にもあります。 

 そこで、新たに附則ということでつけ加え

られたのが、今までの旧法にプラス、公共の

精神をとうとびというような面だと思いま

す。豊かな人間性と創造性を備えた人間の育

成を期するとともにという、公共の精神がつ

け加えられた。同時に、伝統を継承し、新し

い文化の創造を目指す教育を推進すると。公

共の精神と伝統と、伝統継承するという２点

が附則の事項としてつけ加えられました。 

 また同時に、教育の目的、教育の目標、そ

して生涯教育、そして教育の機会均等という

ようなところではほとんど変わりませんが、

教育の目標の中で第５項としまして、伝統、

文化等を尊重し、それらをはぐくんできた我

が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う

ことというような文が教育の目標の中に１項

つけ加えられました。それをもって教育基本

法が平成18年に改正された、即施行されたと

いうようなことを聞いております。それを踏

まえまして、今度文部科学省のほうで学習指

導要領が改訂になり、そして小学校が23年、

中学校が24年というようなところで実施され

ていく推移になっております。 

 それを踏まえて県のほうでは指導の重点と

いうものを出して、各市町にその指導の内容

がおりてきております。そして、今服部先生

のほうにもお答えしましたんですが、その県

の指導の重点を踏まえまして６項目の太子町

のほうで重点項目を挙げまして今報告させて

いただいた次第でございます。 

 その中で、社会教育のほうでございます

が、社会教育のほうでは、そのプラス生涯学

習社会の実現を目指す社会教育の推進という

ことと、これも６点挙げさせていただきま

す、自発的な学習活動への支援、３点目、豊

かな心をはぐくむ家庭と地域の教育力の向

上、４点目、豊かなスポーツライフの実現を

目指したスポーツの推進、５点目、自己実現

と共生を目指す人権教育の推進、６点目、芸

術、文化の振興を図りながら、その住みよい

社会づくりを目指して社会教育を進めていき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そういう、概括的にはそう

かもしれません。私が先ほども紹介しました

ように、前文並びに教育基本法の改正につい

てはここで改めて論議するつもりはないか

ら、それは言ってないわけですけれども、愛

国心、郷土愛、そういうようなことで論議を

したわけです。しかし、それは強制するもの

では決してないと、教育そのものが。だか

ら、自主的、自覚的に進められるべきものと

いうことであると考えるから言ったわけであ

ります。 

 特に課題、先ほど言いましたように太子町

の持つ、先ほどは法に基づいて６点、生涯学

習を通じて６本の柱的な形で説明があったの

は、太子町の教育はっていうところじゃなか

ったかと思うんですね。あと、今通告したよ

うに、学校給食を含んで、施設とか体制とか

条件とか、何が問題で、どういうふうにすべ
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きか、そういうことも当然現状と課題、それ

からそれらの全体の充実のための取り組みと

いうて私わざわざ言うとんやけど、それには

触れられたんですかな。ええっ。 

（教育長寺田寛文「今から」の声あ

り） 

 ええっ。 

（教育長寺田寛文「今からお答えしま

す」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 申しわけございませ

んでした。 

 体制についてですが、やはり今の社会教育

体制のほうにつきましては、それぞれの専門

的な技術等は本当に盛り上がってると、身に

つけておられると思いますが、私が感じるに

は、その技術が伝わってないという、後継者

が増えてないというようなこと、その辺のと

ころを危惧してるところでございます。です

から、その専門的な技術を持った者が後輩に

それを伝えていくというようなことがスポー

ツの振興、芸術の振興、そしてそれが活性化

につながり、コミュニケーションもつながっ

ていくというようなことと考えております。

そういうような組織づくりを何とかしていき

たいなあというようなことを今頭の中で考え

てるわけでございます。この程度で申しわけ

ないんですけれども、桜井先生がおっしゃっ

ている意図と沿わないかもしれませんですけ

れども、またご指摘いただきましたらと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ちょっとそういうことじゃ

ないで、それは。何でこういうことになるか

やなと思って言うてるわけですよ。法に基づ

いて、その立場でその任に当たるということ

は当然だと思うんですね。だから、その点は

繰り返しませんが、やはり例えば学校給食に

ついても今委託をして給食を実施をしとる

と、この実態、施設面と、もちろん施設もそ

うやし、あり方も含めて、どういうふうに課

題を認識されてどうすべきやと考えておられ

るかというのを私は具体に聞きたいわけや

な。やっぱり教育の、一応教育長として任に

当たるわけやから、指導、監督に当たる立場

やからね。そういうことをわざわざ括弧して

学校給食含むとかというて書いてんのは、施

設面も、条件面も、体制面もということを。

ほいで、これ塚原君からもだれからも、これ

どういうことやというて私には照会はなかっ

たわけですよ。中身わかりにくかったらちゃ

んと照会するということになっとうわけや。

そやから、そういうことはないんですよ。だ

から、そういう点は今言うても何にもしょう

がないから言いませんが。 

 例えば今、先ほども国の補正予算案の問題

がありましたけれども、各学校に炊飯器を配

るとありますな。問題になってますけど。だ

けど、それは給食のあり方、それから地産地

消、これ本席でも何回か言うてきたことなん

です。この間、教育長の住んでおられるたつ

の市も中学校の給食を開始して、結局はブン

センだったかな、どっかかの弁当給食やる

と。そういうことも、ここでは前の教育長は

否定されたんや。だけど、これらのことも含

めて、給食のあり方というのにも見識が問わ

れると僕は思うんやね。それも教育長の仕事

ですよ。だから、そういう点を含めて今現状

を、先ほど公民館のこともありましたけど、

施設の現状、それから今の体制の現状、それ

から条件はこれでいいのか、悪かったらどう

変えるのかということで、２点目の質問はそ

うなったわけやから。だから、それらで気が

つかれたことがあったら答弁を求めたいと思

うんですが。 

 ちょっと一つは民推協のことも、人権とい

うことがありますが、これは何回やっても変

わらない。私も助言者を長年務めましたけ

ど、やはりそういうものではない。本当に自

分たちが、先ほど差別のことありましたけど

も、差別した者が、差別された者の痛みとい

うのがわからない限りは、ほんまはわからへ

んわけですわ。しかし、以前からのあり方と
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して、踏まれた者の痛みは踏んだ者にわかる

かいとこう言うて差別を押しつけた者がお

る。それでいろいろとこう利権をあさった経

過がある。だけど、そういうようなことで差

別はなくならない。それをまたいいことにし

て金を稼いだ者もおると、こういう状況やか

らね。だから、そんなことが振りまかれても

あかんので、これも住民みずからが生涯学習

の中で学び合うと、こういうことだと私は思

うんですよ。それを民推協ということの中に

補助をつけて、半強制的と言わんばかりに人

を集めてやってみたって、それはほとんど変

わっていないということだと思うんですが、

それについてのことも機会均等という点から

いえば、皆さんが必要な教材を求めたら、そ

の教材を提供すると。また、そういうものだ

と私は思うんです。それが生涯学習を助ける

教育委員会の仕事だろうとこう思うんで、そ

の点と。 

 それから、実は給食センターの問題では、

前の教育長を私は悪くは言うつもりはないけ

れども、洗剤混入事件がありましたね。その

ときに結局責任逃れの発言があったわけで

す。聞かれたか聞かれないかわからんけれど

も。やっぱりすべて責任は教育長にあるわけ

ですから、その点が配置された職員に矮小化

されたと。というのは、これでは人権教育も

あったもんでもない、いわゆるないなと思う

のは、もちろん指揮監督には次長もおれば課

長もおる、それから所長もおると、そういう

ことがありますけれども、やはり上席は、ま

た全責任は教育長にあると。それで、配置さ

れた職員を一升ますと、一合升に例えて表現

をしたんですよ。それ、ええと思いますか。

それも後で答えてください。そういうような

こと言ったんだ。そういうこと、それからそ

ういう人権意識が問題なんやね。それから、

教育を推進すんのも意識が問題なんや、その

進める人の。だから、そういう点で民主化と

言いながら一方でこういう考え方、思想では

全然話にならんじゃないかと。だから、民主

化推進協議会なんかは補助やめろと私は言う

とるわけやね。そういうことです。 

 それで、学校の施設についても、今太田小

学校増築で、もうあれ以上どないにもならん

というところに来よることは同じ認識ですか

な。と、それも。一方、龍田小学校、いい学

校ですけど。だけど、やっぱり学校間の格差

ちゅうのはどうしても整理しておかないとい

けないと私は思うんですよ。だから、それが

いずれかの抵抗で前へ進んどらんと。住民の

中には解消されるほうがええと思われる人も

たくさんいらっしゃる。だから、そういう面

で学校の施設間の問題も整理が必要ではない

かと。 

 それから、先ほど言いました中で、最初の

あいさつでもあったように、太子町で教育に

勤務してよかったということで、先ほども学

ばせてよかったとか、あるいは住んでよかっ

たような、そういうまちづくりに貢献できる

ような教育をしたいというあいさつされたわ

けですけども、そういう面からも先ほどの教

育基本法の機会均等の問題も、それから生涯

学習の問題もそういう面で見て進めないと太

子町は変わらないと思うんですよ。だから、

進める者が差別性を持って何ぼ言うても、実

際は定着しないと、そういうふうに思います

ので、今のような、嫌な質問かもわからんけ

ども、はっきり最初にしとかないけないと思

いますんで聞いてます。その点説明してくだ

さい。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 学校施設、給食セン

ター等については、まだその流れ等々につい

て、まことに申しわけないんですが、詳しい

ことはまだ述べる段階でございませんので、

次長のほうから述べさせていただいたらよろ

しいでしょうか。 

（桜井公晴議員「あかん。それじゃ

あ、あかんのや。もう次長のことなん

か聞いとるんや。そやけど、教育長と

しての考え方を聞いとるんや。きょう

述べられへんのやったらええわ、ま

だ。そやさかい、きょうはもうちょっ
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と整理しないと述べられません言うて

んだったら言いなはれ」の声あり） 

 はい。そしたら、そのとおりで、もう少し

精査させていただきまして、後日また述べさ

せていただきます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 いや、そっちのほうで笑う

とうけど、それほんまやで。私はちゃんと聞

いとるのはそういうこと聞きよんやからね。

だから、次長から聞こうとは思ってないとい

うことを言うとんや。当たり前のこと言う

て、そない笑うとらんでもよろしい。 

 ほいで、ただ、嫌な質問を繰り返しとんで

すけども、あと、先ほど言うたようなことは

きちっといずれかでまた伺いますし、また一

定の方針を伺うようになると思います。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員、あと18分

ね。 

○桜井公晴議員 うん。18分、はや。あれ、

しゃべり過ぎとんな。へえへえ。ほいたら、

これは、後々ただします。 

 それから、先ほどのことはきちっともう一

回テープを聞き直してでもきちっとしといて

ください。わかりましたね。へえ。 

（北川嘉明議員「９月に聞くでという

ことや」の声あり） 

 ふん。いや、聞くのわかっとるがな。黙っ

とれ。 

 それから、次の地域経済活性化への取り組

みについてでありますが、特に現状は円高と

かいろいろありますけれども、大変な不況が

あり、深刻化しておるっていうのはご案内の

とおりであります。そういう中で、中小零細

商工業、個人事業も含んで、仕事と雇用に係

ることでありまして、全国的には、以前ここ

でも言いまして、何年前か前にちょっと言い

ましたかな、このことは、全国的にも広がり

を見せて、業者等が制度化を求めているもの

の中に住宅リフォーム補助制度、それから小

規模工事等の受注希望者登録制度、こういう

ものがありまして、広がりを今見せておりま

す。これ、国の不況対策との絡みもあるわけ

でありますが、そういうことの制度化を求め

ることがありますけれども、これらのことに

ついて調査し、検討もし、速やかに制度化す

るべきだと私は思うんです。そういう点から

の対応について伺いたいと思います。 

 これは前にも言いましたが、経済活性化と

いいましても、一つの策として起爆剤的な役

割を果たすと言われております。それから、

両方中身はわかってくれとるやろね。私これ

時間がないから、ちょっとそれも、住宅リフ

ォームも、それから小規模工事等希望者登録

制度も、そちらからこういう制度であります

という認識の一致も必要ですんで、それらも

説明しながら答弁を求めたいと思います。 

 特に住宅リフォームの補助制度というの

は、最近では住宅耐震化が進んでいない、そ

ういう中での一つの取り組みとしても有効で

あり、また活性化の関係もあると言われてお

るんで、それも含めて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 住宅リフォーム助成制度といいますのは、

地域住民が住宅のリフォームを行った場合

に、その経費の一部を自治体が助成すること

により住宅の改善を容易にするとともに、中

小零細商工業者の振興をも図るというものと

考えております。 

 太子町の住宅事情は、住宅ハウスメーカー

や大手の土地開発業者によります新築や改築

が多くなっております。そういった中、住宅

リフォームの促進や耐震化工事を促進するこ

とによりまして地域経済の活性化に資するも

のと考えておりますので、より取り組みやす

い木造住宅の耐震化に対する助成制度や住宅

改修リフォーム助成などの制度の勉強をして

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 小規模工事等受

注希望者登録制度ということでございます

が、これにつきまして町内の業者の受注機会
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の拡大を図るということで、町が発注いたし

ます小規模な工事及び修繕、そういったもの

の少額で内容が軽易なものにつきまして受注

を希望する人を登録するという制度でござい

ます。条件的には、入札参加資格の登録を受

けてない方とかといったものがございます。

太子町におきましては、従来から５万円、

10万円といった何十万円クラスのこの小規模

なさまざまな工事につきましては、町内業

者、また町内に適当な業者がいない工種では

町外業者にも発注をしております。もちろん

その場合も三、四者の見積もりをとって経済

比較のもとに行っておりまして、今後もその

ように進めていくというところでございま

す。現在こういった小規模の工事と同じよう

な形の取り扱いということで、現在のところ

今現在に登録制度をするという制度化は考え

てはおりません。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 住宅リフォーム助成制度

も、小規模工事等の受注希望者登録制度も今

言われたとおりだと思うんですが、それぞれ

今の不況の中で、工事業者もそうであります

し、住宅リフォームの場合は兵庫県内ではま

だ少ないですが、一応19都道府県の中で83自

治体まで増えたと。以前から見ればそれだけ

増えてきているということでありまして、助

成率も５％から50％、その額も上限が５万円

から10万円と、その程度ですけどね、実際は

ね。そやさかい、それほどの予算は伴わない

けれども、やはりこういうことによってこの

機会にリフォームをやっていこうかというふ

うなことがありまして、兵庫県の場合は明

石、稲美、福崎であります。10％の率の上限

10万円というふうな、ほんまに費用としては

それほどかからずに皆さんにそういうこと

を、この程度のものでみんながリフォームす

ると、そんなことはないですけども、それも

一つの起爆剤として使われていってると、そ

れが増えつつあるということで、太子も当然

取り上げるべきでないのかというのが住宅リ

フォームです。 

 それから、小規模工事の関係では、それぞ

れ対象業種も、土木、建築、大工、左官、タ

イル、れんがとか、あるいはブロック、石、

屋根、電気、管、板金、ガラス、塗装、内

装、その他の製品とか、そういう多岐にわた

るということでありまして金額も、そういう

状況ですから小規模工事の中では、先ほども

説明がありましたが、それぞれ工夫をして、

町内に一定のそれぞれ登録できない、登録し

ていない業者であっても参加ができる機会を

得るというのは、一応登録しておればそうい

う人たちの中に発注が行くと。町内に業者が

いるいない、二、三社見積もりとか、そんな

こと私は聞いとるわけではなくて、やっぱり

町内でそういうものが少しでも受注機会を得

るというような。ほいでまた、もちろんこれ

は単純に、この工事の場合ですけども、いわ

ゆる備品等、消耗品等の調達もそうですわ

な。だから、そういう中で極力地域の人たち

がその受注なり発注を受けて、そして仕事が

でき、また経済が少しでも活性化していくよ

うにということで取り組まれて、この小規模

工事のほうは自治体が主体ですから、46都道

府県の中で411自治体が今既に導入をして、

今全体の23％と言われとんですけども、研究

したり対応をいろいろ模索している自治体も

増えてきていると、こういうことでありま

す。兵庫県内では明石市が130万円以下、朝

来市が130万円以下、稲美町が130万円未満、

それから西宮が50万円以下、赤穂市が30万円

未満と、こういうふうに具体に制度化しよん

やね。だから、それらをよく研究をして、や

っぱり太子町は太子町として、この地域の人

たちがいかに潤い、生活ができていくか、工

事もできていくか、また雇用もその中で少し

でも拡大されるか、そういうことが今の経済

対策としては大事なことだということで２つ

の制度について今回取り上げているわけです

が、その点について再度説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 
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 今の議員さんのお話にもありましたよう

に、今後いろんな助成制度の中で十分研究し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 小規模工事の登

録制度ということに関しましては、先ほど経

済建設部長がお答えしましたとおり、同じよ

うに勉強しながら研究をしていきたいと考え

ております。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 とにかく太子町はよそより

かは先駆けて何かやっとうなというぐらいの

こと一つ二つやらなんだらあきまへんで。全

然もう、石橋たたいとんじゃなしに、話にな

らんということになるから私は言うとんです

から、そういう点でぜひ早く研究して制度化

できるものは制度化をするというふうに取り

組んでもらいたいと思います。 

 それから次に、太陽光発電の助成について

４点目に移りますが、これもよく似たことな

んですが、ちょっとこれは地球環境の問題も

ありますので、視点を変えて、必要なことと

して今整理をしておきたいと思います。 

 政府もこの太陽光発電を普及するために今

年度から一般住宅設置費用の一部を助成する

と、そういう制度をやめとったんですけども

復活をさせると、こういうふうになったわけ

ですね。これ、地球温暖化でいろんなエコが

ありますが、特にエネルギーとして使ってい

るものが石炭、石油、それから火力は、火力

はもう石油ですから、それと原子力、そうい

うようなことになっておるものについて、や

っぱりＣＯ２を削減するということでは大事

なことでありますし、地球温暖化というのは

待ったなしだと言われてんのも事実です。そ

ういう中で温暖化の原因とされるのが二酸化

炭素であり、その削減は急務とされて、それ

はもう京都議定書の問題もありますが、代替

エネルギーとしての太陽光発電とその普及が

注目を浴びるというような形になっとると。

これは先ほども言いましたように、国の補助

と合わせてそれぞれの自治体での補助がこれ

も普及を促進すると、こういうふうになるわ

けです。しかし、住宅によってはいわゆる発

電装置を、パネルを設置することができない

ような住宅もあることは事実なんですが、や

はりこれらにも呼応することが大事だと思い

ますんで、その対応について説明を求めま

す。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 地球に優しいエネルギーとして期待されて

おります太陽光発電でございますが、設置費

用に割高感とか、購入先や性能などに関する

情報が不十分なことが普及拡大のネックにな

っているようでございます。 

 この助成制度についてでございますが、兵

庫県の補助事業は平成20年度で終了しまし

て、平成21年度からは経済産業省の補助制

度、中身としましては住宅用太陽光発電導入

支援対策費補助金ということになっておりま

して、これにつきましては財団法人ひょうご

環境創造協会が行っておりますので、そこに

問い合わせ等がありましたら紹介をさせてい

ただいております。 

 太子町としましては、独自の助成制度の導

入につきましては今後の課題としていきたい

というふうに考えております。 

 また、県内でも７市町もしくは８市町があ

るというふうに聞いておりまして、また国の

助成を受ければ県、市町の補助制度に乗らな

いとか、そういういろんな問題もあるようで

すが、そういったことも含めまして太子町と

しましても助成の導入につきまして検討して

いきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 これも検討しとったら済ん

でまうでね。進まんでな。それはすぐにやる

ことのほうが大事なんや。 

 それで、これは特に県内で、今言われまし

たけど、ほとんどが国の助成を受けたら、じ
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ゃなくてプラスで、というのは最近ですよ、

うん、プラスで。そやさかい、そこらはよく

整理をしてもらいたいと思うんですが、導入

自治体は神戸、尼崎、洲本、相生、豊岡、加

古川、それから稲美ですね。少なくとも町で

は稲美なんですが、それぞれいろいろ研究し

て、金額の多寡もありますし、１キロワット

当たりの金額も違う、上限も10万円とか、そ

れは確かにそんなことは少ないけれども、そ

れも起爆剤的なもの。それから、何よりもや

っぱりエネルギーの代替、いわゆる石炭やら

石油、原子力、そういうものじゃなくて、代

替エネルギーとしてのものが日本は非常に遅

れとると。そういう中で行政が貢献できるも

のというのは、袋の問題もありますけども、

そういうものを含めてこういうことにも目を

向けて、一緒になってＣＯ２を削減すると、

こういう取り組みをしないといけないんじゃ

ないかと、それの一つにこれが。再度、国の

ほうもこれやめとって復活するということ。

それから、いわゆる補助も補助で、今度電力

会社に買い取らせる金額も倍にしようと、こ

ういう動きでしょう。それから、設置費の補

助に加えてやはりうまみが、農業やないです

けども、うまみがあれば皆それぞれやってみ

ようかという気になるんや。しかし、今まで

はドイツやなんかと比べて非常に買い取り価

格が低かったと、そういうことが買い取り価

格の今24円を倍にしようと、こういうことで

すから、ある程度ペイできるような形になる

から設置を促すと。だから、一般の電器屋さ

んなんかがやりよったものが、今度は電気メ

ーカーが乗り出したり、それから量販店が乗

り出すというようなことになって、そっちが

奪われたら余りよくないんやけど、しかし環

境上はいずれにしてもよくなるわけですか

ら。ただ、原発とかそういうものは１カ月に

電気代と一緒に１家庭で平均で130円も電源

開発法に基づいて取られよんやからね。だか

ら、ああいうものは安く供給できるんだと言

うとるけど、実際はごまかしで、やはり太陽

光ていうのはこれからもそんなに無限にある

と言われるぐらいのものでありますから、こ

ういうことに目を向けていったり、地域によ

っては自然エネルギーとしての波の力とか風

の力とか、いろいろ研究をして取り組もうと

している。やはりそれがより促進されるとい

うのは、国と自治体が方向を定めて一緒に取

り組むと、こういうことの大事さで、検討し

とったら日が暮れるでと私は言よんで、その

点どうですかいね、町側。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほども言いましたように、住宅リフォー

ム等の一部関連もございますので、十分に建

築担当部局のもとに検討していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員、あと５分。 

○桜井公晴議員 これも経済とか地域の雇用

の拡大とかということになってまいりますの

で、すべてがつながるということはないにし

ても、より広がりを持つものということです

から、早く検討を終えて導入に踏み切るべき

だと思います。 

 次に、契約等の改善についてであります

が、通告で行っておりますのは随意契約、指

名競争入札は競争性と公正性を欠いて談合等

をしやすくすると、これにつながると。ま

た、高値落札も多々あって一層の改善が必要

であると私は思いますと。対応について説明

をまず求めたい。 

 それから、特定の業者等でなければならな

い仕事、先ほどもいわゆる上太田の瓦れき処

分の管理について、ここで論議が上田さんの

ほうからもなされてきたわけですけれども、

いわゆる特命的なものは僕はこの世の中にほ

とんどないと、特命は。資格も、もちろん資

格を得ないとやれないことがあります。それ

は当然です。だから、そういう中で特命はな

いと。特命があるとすればどんなことなんか

なあと、こういうふうに思います。そういう

点で一遍きちっと説明を、特命的な。随契と
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は特命なんですよ。だから、特命が必要なも

のというのはどんな仕事かと。整理が要ると

思いますので、この点ひとつ説明を整理して

答弁を求めたいと思います。 

 また、本則ではない、指名競争入札でなけ

ればならない理由、これも理由はないと思う

んですよ、基本的には。本則に基づいて行う

というのは公正性、透明性、競争性なんで

す。だから、これらのことが必要とあれば、

こういう仕事でこうなんだという説明を求め

ます。 

 それから、あすかホールの喫茶室に係る賃

貸契約、使用許可というそうですけれども、

これについては議会から撤回をしてやり直せ

と、こういう申し入れをしたわけであります

が、これを無視して今の業者と契約をした

と。それの経過等について、ここで説明をま

ず求めたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 契約の改善とい

うことでございますが、工事請負、物品購

入、委託契約につきましては、当然のごとく

良質で安価なものということでの競争させる

という点におきましては、これはもう原則で

ございます。随意契約が地方自治法施行令に

合致するものであれば、それはそれで問題な

いと考えております。そういう状況の中で指

名競争入札に付する場合、また見積書を徴し

て競争させる場合、いろんなケースがござい

ますが、この問題は先ほど言われましたよう

に特命とかいろいろおっしゃられております

が、それは工種によっていろいろと内容によ

り条件が違うものでございますので、個々に

挙げて今この場で論じるということはなかな

か難しいと思います。したがいまして、議員

がおっしゃるように改めるべきところは改め

ていくということで考えております。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 文化会館喫茶店の使用許可につきまして

は、平成21年２月20日付にて行政財産使用許

可の撤回申し出をいただいたところでござい

ますが、これは先の議会でも答弁いたしまし

たとおりでございまして、後に考えますと再

度公募をすればよかったのかなという思いも

ございます。 

 この件につきましては２月25日開催の定例

教育委員会で報告をいたしました。教育委員

さんの中からは、現段階では使用許可の撤回

はできないだろうと、しかし申し入れは真摯

に受けとめて、今後は事務執行には十分注意

をしてくれというようなご意見がございまし

た。 

 今後は、業者を選定する場合には今回の反

省を踏まえまして慎重に対応をしていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 先ほど総務部長答えた中

で、私は、ここではそういう工種とか、これ

によって違います言うけれども、多分ほとん

ど私が言うとることに当たるものはない思う

んやね。何ぼ、どっから見ても。だから特命

もない。すべて指名競争入札ではなしに、ま

た随契でなしに、全体的にはすべての業務を

見たときに、一時的にやむを得ずすることあ

ります。しかし、そうでない、恒常的なもの

については特命はないと。そやなかったら、

そこが倒れたら終わりですわ。そういうよう

なものですから、人の場合も特命ていうのは

ほとんどないと、かわりは務まるということ

です。そやから、随契あるいは指名競争じゃ

なくて、すべて競争入札に、本則に基づいて

やるべきだと、こういうふうに思いますの

で、ここで工種でいろいろ論議するつもりも

僕はないんですが、多分私が言うたとおり、

談合の基盤をつくるようなことは絶対に避け

てもらわないけないということでありますか

ら、これらのことについては心して取り組ん

でいただきたいと、こういうふうに思います

が、その点と、それからあすかホールの関係

では、たまたま今反省しとると、こういうよ

うなことで、今後はそういうことのないよう
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にということ、もう一たんここで進んでしも

うて、あのときだったらできとる、教育委員

会の判断も僕は間違っとると思うんです。そ

ういう中で、やはり弁当の問題まで、この

間、委員会でかな、この業者に、そしたらそ

れ考えてみますと、こんなことを堂々と、ま

たその論議をして、またそれを受けて立っ

て、弁当はまた考えますと、これ民推協の弁

当だったそうですけど、そんなことが、言わ

れるようなことがあったら、それは疑惑が深

まるばかりですよ。その点はっきりさせてく

ださい。わかりましたかな。 

○議長（熊谷直行） ちょっと最後の答弁。 

（桜井公晴議員「もう答弁ないんか。

終わろか」の声あり） 

 いや。 

 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 入札の関係でご

ざいますが、談合が生じないように心して慎

重に進めていきたいと考えております。 

（桜井公晴議員「それに何か見解ある

んか。それは答えとんにゃもん、おか

しいわい」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 民推協か何か、会

議の関係で弁当をとった、もちろんとるわけ

でございますけども、これにつきましては予

算の関係等々ございますので、それに合った

ところからとったと、要するに注文したとい

うことでございまして。ですから、金額に合

えばそういうこともあり得るということでご

ざいます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 それだけやったら言わへん

がな。あと、それも質問を考慮して、そうい

うことも考えてみますなんて答えしとんや。

何ちゅうこっちゃと言うとるわけや。そっち

を言よんや。安いとこ買うたというてそのま

ま突っ走っとりゃええけども、そうじゃない

やんか。そこを言よんや。わかった。わから

ん。見とうへんのか。もう、まあ見とらんの

やったらまた今度言う。 

 終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月９日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 どうもご苦労さまでした。 

（散会 午後３時49分） 

 


